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は
じ
め
に

元
来
、
海
軍
の
権
力
構
造
は
「
軍
政
系
」
が
中
心
を
形
成
し
て
い
た
。
し
か
し
、

ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
会
議
を
起
点
に
「
軍
政
系
」
と
「
軍
令
系
」
と
の
間
に
動
揺
を

来
た
し
、
一
九
三
○
（
昭
和
五
）
年
の
第
一
次
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会
議
に
対
立
は

顕
在
化
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
三
年
、
「
海
軍
軍
令
部
条
例
」
「
省
部
事
務
互
渉
規
程
」

の
改
正
過
程
は
、
「
軍
政
系
」
と
「
軍
令
系
」
の
対
立
を
不
可
避
な
も
の
と
し
た
。
一

九
三
三
～
三
四
年
に
わ
た
る
い
わ
ゆ
る
「
大
角
人
事
」
に
よ
っ
て
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協

調
系
」
の
中
心
メ
ン
バ
ー
が
相
次
い
で
予
備
役
に
編
入
さ
れ
る
一
方
、
一
九
三
二
年

に
伏
見
宮
博
恭
王
大
将
が
海
軍
軍
令
部
長
に
就
任
す
る
と
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」

は
勢
力
を
盛
り
返
し
、
一
九
三
三
年
に
は
末
次
信
正
中
将
が
連
合
艦
隊
司
令
長
官
に

（

１

）

就
任
す
る
な
ど
、
海
軍
部
内
の
中
心
に
立
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

一
方
で
、
「
大
角
人
事
」
に
よ
る
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
の
予
備
役
編
入
は
、

そ
の
人
材
の
枯
渇
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
の
た
め
、
海
軍
大
臣
に
「
軍
令
系
」
の
人
材

が
進
出
す
る
契
機
に
も
な
っ
た
。
従
来
、
海
軍
部
内
に
お
い
て
は
、
海
軍
省
勤
務
を

中
心
と
す
る
「
軍
政
系
」
と
、
軍
令
部
勤
務
を
中
心
と
す
る
「
軍
令
系
」
に
、
海
軍
の

人
材
は
二
分
化
し
て
お
り
、
一
部
の
例
外
を
の
ぞ
け
ば
、
一
九
三
三
年
以
前
に
お
い

て
は
、
「
軍
政
系
」
が
海
軍
大
臣
に
、
「
軍
令
系
」
が
海
軍
軍
令
部
長
に
任
官
し
て
い
た
。

ま
た
、
「
軍
政
系
」
に
属
す
る
将
官
が
、
軍
令
部
長
に
就
任
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
「
軍

令
系
」
の
将
官
が
海
軍
大
臣
に
就
く
と
い
う
こ
と
は
、
一
九
三
三
年
以
前
に
は
起
こ

ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
の
将
官
の
予
備
役
編
入
に
よ
り
、

「
軍
令
系
」
が
海
軍
大
臣
に
就
任
す
る
事
態
が
起
こ
る
。

こ
う
し
た
海
軍
部
内
に
お
け
る
「
軍
政
系
」
と
「
軍
令
系
」
権
力
の
変
遷
と
「
大
角

人
事
」
の
評
価
は
ど
う
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
第
一
次
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会
議

に
そ
の
対
立
が
顕
然
化
し
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
を
中
心
と
す
る
「
軍
令
系
」

〈
論
文
〉

「
大
角
人
事
」
再
考

太

田

久

元

へ
と
傾
斜
し
て
い
き
、
一
九
三
三
年
の
「
海
軍
軍
令
部
条
例
」
改
正
以
降
は
「
軍
令
系
」

（

２

）

が
海
軍
の
中
心
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
大
角
人
事
」
は
、

（

３

）

い
わ
ゆ
る
「
条
約
派
」
を
排
除
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
、
「
軍
令
系
」
「
純
軍
事
系
」
の
対
立
構
造

の
要
因
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
海
軍
の
政
策
を
決
定
す
る
上
で
何

を
も
っ
て
政
策
の
遂
行
基
準
と
す
る
か
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
の
考
え
る
政
府
方
針
に
従
っ
て
海
軍
政
策
を

決
定
す
る
か
、
「
軍
令
系
」
「
純
軍
事
系
」
の
考
え
る
帝
国
国
防
方
針
を
忠
実
に
遵
守

し
て
海
軍
政
策
を
決
定
す
る
か
で
あ
る
。
前
者
は
、
加
藤
友
三
郎
を
中
心
と
す
る
考

え
で
あ
り
、
後
者
は
加
藤
寛
治
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
の
考
え

の
相
違
こ
そ
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
会
議
後
、
一
九
三
○
年
代
初
頭
ま
で
の
海

軍
部
内
に
お
け
る
対
立
の
構
造
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
両
者
の
政
策
を
継
承
す
る
高
級
士
官
が
一
九
三
三
年
か
ら

三
六
年
に
か
け
、
予
備
役
に
編
入
さ
れ
る
に
伴
い
、
海
軍
内
に
お
い
て
何
を
基
準
と

し
て
政
策
を
主
導
す
る
か
が
不
明
朗
と
な
り
、
結
局
、
一
九
三
○
年
代
中
盤
以
降
、

海
軍
と
し
て
の
政
策
を
明
確
化
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
二
・
二

六
事
件
後
の
海
軍
は
、
伏
見
宮
と
い
う
皇
族
軍
人
を
絶
対
的
権
威
者
と
し
つ
つ
、
明

確
な
政
策
基
準
を
も
た
な
い
海
軍
省
、
軍
令
部
の
下
は
、
一
貫
し
た
海
軍
政
策
を
採

る
こ
と
が
出
来
な
い
状
況
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
け
る
課
題
は
、
「
大
角
人
事
」
を
海
軍
の
権
力
構
造
の
変
遷
過
程
の
点

か
ら
再
考
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
二
つ
の
対
立
軸
を
設
定
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
対
立
軸
は
海
軍
内
部
の
人
的
構
造
の
面
を
持
ち
つ
つ
、
そ
の

海
軍
政
策
を
決
定
す
る
政
策
志
向
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
第
一
に
、
こ
れ
ら
対
立
軸
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
「
大
角
人
事
」

に
よ
っ
て
「
軍
政
系
」
と
「
軍
令
系
」
の
人
的
構
造
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た

の
か
あ
き
ら
か
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
従
来
、
「
大
角
人
事
」
は
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調

系
」
を
排
除
し
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
、
筆
者
は
そ
れ
に
加
え
て
「
軍

令
系
」
「
純
軍
事
系
」
の
中
心
で
あ
っ
た
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
を
も
排
除
し
た
と

考
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
従
来
の
「
大
角
人
事
」
は
、
一
九
三
三
～
三
四

年
に
か
け
て
の
狭
い
時
期
を
設
定
し
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
第
二
次
大
角
海
相
在
任

期
と
二
・
二
六
事
件
後
ま
で
を
含
め
て
「
大
角
人
事
」
と
設
定
し
た
い
。
そ
し
て
、
「
大
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一
海
軍
内
部
の
人
的
構
造

ま
ず
、
海
軍
の
権
力
構
造
と
人
的
構
造
に
つ
い
て
論
じ
る
。
一
九
○
七
（
明
治
四
○
）

年
、
第
一
次
帝
国
国
防
方
針
が
策
定
さ
れ
る
。
海
軍
は
仮
想
敵
国
と
し
て
ア
メ
リ
カ

を
設
定
し
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
、
戦
艦
八
隻
、
巡
洋
艦
八
隻
を
主
軸
と
す
る
艦

隊
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。
そ
の
後
、
巡
洋
艦
は
巡
洋
戦
艦
と
な
っ
た
が
、

八
八
艦
隊
計
画
と
し
て
正
式
に
予
算
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
予
算
は
膨
大
で
あ

り
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
戦
後
不
況
と
相
俟
っ
て
、
財
政
を
圧
迫
す
る
よ
う
に
な

る
。
ま
た
，
各
国
と
も
、
艦
隊
計
画
に
よ
る
膨
大
な
軍
事
費
の
削
減
は
重
要
問
題
で

あ
り
、
そ
れ
が
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
会
議
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
。

ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
お
い
て
日
本
側
が
主
張
し
た
の
は
主
力
艦
対
米
七
割
の
保
持

で
あ
っ
た
が
、
全
権
で
あ
る
海
相
加
藤
友
三
郎
を
中
心
に
、
国
内
に
お
い
て
は
井
出

謙
治
海
軍
次
官
、
山
下
源
太
郎
軍
令
部
長
な
ど
の
協
力
の
下
、
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
を
発
揮
し
て
、
首
席
随
員
加
藤
寛
治
ら
の
主
張
を
抑
え
、
対
米
六
割
の
受
諾
に

（

４

）

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

そ
う
し
た
加
藤
友
三
郎
の
海
軍
政
策
の
志
向
性
と
し
て
は
、
「
軍
令
部
ノ
処
分
案

ハ
是
非
共
考
フ
ヘ
シ
本
件
ハ
強
ク
言
上
置
ク
。
文
官
大
臣
制
度
ハ
早
晩
出
現
ス
ヘ
シ

之
二
応
ス
ル
準
備
ヲ
為
シ
置
ク
ヘ
シ
。
英
国
流
二
近
キ
モ
ノ
ニ
ス
ヘ
シ
。
之
ヲ
要
ス

（

５

）

ル
ー
思
上
切
テ
諸
官
衙
ヲ
縮
小
ス
ヘ
シ
」
と
い
う
よ
う
に
、
海
軍
省
が
政
府
の
政
策

の
下
に
海
軍
の
政
策
を
決
定
す
る
「
政
軍
協
調
系
」
の
考
え
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し

て
、
「
英
国
流
」
に
近
い
組
織
に
し
た
い
と
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
内
閣
の
下
、

（

６

）

海
軍
省
に
軍
政
、
軍
令
の
海
軍
全
般
の
政
策
を
統
轄
し
て
い
た
。

ま
た
、
加
藤
友
三
郎
の
思
想
的
継
承
者
の
一
人
で
あ
る
小
林
蹟
造
は
ロ
ン
ド
ン
海

軍
軍
縮
条
約
に
つ
い
て
記
述
し
た
論
考
の
中
で
、
条
約
不
成
立
の
場
合
、
膨
大
な
製

艦
費
が
か
か
り
、
世
界
的
大
不
況
の
為
、
民
力
が
疲
弊
し
て
い
る
中
、
海
軍
の
み
が

予
算
を
獲
得
す
る
状
況
は
「
海
軍
全
体
の
整
備
は
非
常
な
無
理
を
生
じ
、
ソ
レ
こ
そ

角
人
事
」
を
前
半
と
後
半
の
二
つ
に
二
分
化
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
を
論
じ
る
こ

と
で
「
大
角
人
事
」
が
海
軍
に
も
た
ら
し
た
も
の
が
見
え
て
く
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
大
角
人
事
」
に
つ
い
て
人
的
構
造
の
変
化
の
面
か
ら
明
ら

か
に
す
る
。

（

７

）

骸
骨
に
鎧
の
観
を
呈
し
た
か
と
思
は
れ
る
」
と
記
述
し
、
海
軍
の
政
策
決
定
に
は
、

そ
の
時
代
の
国
力
な
ど
を
総
合
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
一

方
、
帝
国
国
防
方
針
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

（

マ

マ

）

我
国
の
国
防
方
針
な
る
も
の
は
無
論
環
境
に
応
じ
て
変
更
さ
れ
べ
き
も
の
で
、

…
仮
り
に
国
際
情
勢
に
変
化
な
き
も
の
と
し
、
従
っ
て
国
防
方
針
は
不
動
と
し

て
も
、
其
目
的
を
達
す
る
手
段
方
法
則
ち
作
戦
計
画
は
、
計
画
の
衝
に
当
る
人

の
頭
に
依
て
種
々
変
化
さ
れ
得
べ
き
も
の
で
あ
る
。
。
：
三
原
則
の
兵
力
を
以
て

千
古
不
磨
の
鉄
則
の
如
く
考
へ
、
之
に
相
違
す
る
条
約
兵
力
量
な
る
が
故
に
、

国
防
に
欠
陥
を
生
ず
と
速
断
す
る
の
は
、
其
依
て
来
る
処
を
知
ら
ざ
る
見
方
と

（

８

）

云

は

ね

ば

な

ら

ぬ

。

こ
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
帝
国
国
防
方
針
の
所
要
兵
力
量
に
捉
わ
れ
ず
、
柔
軟
な

部
隊
運
用
や
兵
力
整
備
が
必
要
だ
と
論
じ
て
い
る
。
加
藤
友
三
郎
に
連
な
る
思
想
は

こ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
加
藤
寛
治
の
海
軍
政
策
の
志
向
性
は
、
帝
国
国
防
方
針
に
沿
っ
た
軍
備
を

軍
縮
下
で
も
整
え
ら
れ
る
か
に
あ
っ
た
。
一
九
三
○
年
四
月
二
日
、
加
藤
寛
治
軍
令

部
長
が
天
皇
に
「
軍
縮
委
員
へ
の
回
訓
に
不
同
意
の
旨
を
奏
上
せ
る
も
、
其
結
論
と

し
て
は
米
国
提
案
に
同
意
す
る
と
き
は
国
防
の
遂
行
不
可
能
な
り
と
言
ふ
に
あ
ら
ず

し
て
、
米
国
提
案
に
同
意
す
る
と
き
は
大
正
十
二
年
御
策
定
の
国
防
に
要
す
る
兵
力

（

９

）

及
国
防
方
針
の
変
更
を
要
す
と
云
ふ
に
過
ぎ
ざ
る
」
と
奏
上
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
加
藤
は
天
皇
の
裁
可
を
経
た
帝
国
国
防
方
針
に
沿
っ
て
海
軍
の
政
策
を
決
定
す

る
こ
と
に
重
大
な
意
義
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
回
訓
案
に
反
対
し
た
の
も
、
大

（

叩

）

正
一
二
年
策
定
の
帝
国
国
防
方
針
の
実
現
が
困
難
に
な
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
う

い
っ
た
点
か
ら
、
加
藤
寛
治
は
帝
国
国
防
方
針
の
下
に
海
軍
の
政
策
を
決
定
す
る
「
純

軍
事
系
」
の
考
え
を
持
っ
て
い
た
。

こ
の
両
者
の
政
策
志
向
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
会
議
以
降
の
海
軍
の
政
策
決

定
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
お
い

て
は
こ
の
対
立
は
顕
然
化
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条
約

の
成
立
に
伴
い
、
新
た
に
大
正
一
二
年
、
帝
国
国
防
方
針
が
策
定
さ
れ
た
た
め
で
あ

る
。
し
か
し
、
第
一
次
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会
議
に
お
い
て
は
、
統
帥
権
問
題
と
し

（

Ⅲ

）

て
対
立
が
顕
然
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
に
海
軍
部
内
の
人
的
構
造
に
つ
い
て
論
じ
る
。
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海
軍
部
内
の
人
的
構
造
は
、
「
軍
政
系
」
と
「
軍
令
系
」
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で

い
う
「
軍
政
系
」
と
「
軍
令
系
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
重
要
配
置
、
前
者
で
あ
れ
ば
、

次
官
、
軍
務
局
長
、
官
房
先
任
副
官
、
軍
務
局
第
一
課
長
な
ど
を
指
し
、
後
者
は
、

次
長
、
第
一
班
長
、
第
一
班
第
一
課
長
な
ど
を
指
す
。
人
事
権
は
海
軍
省
に
あ
っ
た

た
め
、
海
軍
省
中
心
の
経
歴
、
軍
令
部
中
心
の
経
歴
な
ど
が
出
来
上
が
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

[図]海軍人事系統
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
一
九
一
二
～
三
六
年
ま
で
に
関
し
て
海
軍
中
央
部
の
高
級
官

職
に
つ
い
た
人
物
の
履
歴
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

海
軍
大
臣
は
、
一
九
一
二
～
三
六
年
に
か
け
て
八
人
が
就
任
し
て
い
る
。
海
軍
大

臣
に
任
官
す
る
前
の
海
軍
中
央
部
に
お
け
る
履
歴
は
と
い
う
と
、
海
軍
省
勤
務
が
平

均
し
て
約
六
年
五
ヵ
月
、
軍
令
部
勤
務
が
平
均
し
て
約
二
年
三
ヵ
月
で
あ
っ
た
。
ま

軍政系

政軍協調系純軍事系

軍令系

た
海
軍
次
官
経
験
者
が
八
人
中
六
人
就
任
し
て
い
る
。
例
外
と
し
て
は
、
海
上
勤
務

が
主
体
で
、
海
軍
省
に
ほ
と
ん
ど
勤
務
し
た
こ
と
の
な
い
八
代
六
郎
が
就
任
し
た
こ

と
が
あ
る
が
、
八
代
が
就
任
し
た
時
は
、
「
シ
ー
メ
ン
ス
・
ヴ
ィ
ッ
ヵ
ー
ス
事
件
」

に
よ
っ
て
、
海
軍
中
央
の
要
職
が
ほ
と
ん
ど
入
れ
替
わ
る
と
い
う
非
常
事
態
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
他
で
は
安
保
清
種
が
「
軍
令
系
」
を
歴
任
し
て
い
た
が
＄
海
軍
次
官
に

も
就
任
し
て
い
る
と
い
う
例
が
あ
る
。
そ
れ
以
外
で
は
、
一
九
三
三
年
以
前
に
お
い

て
「
軍
令
系
」
が
海
相
に
な
る
こ
と
は
一
切
無
か
っ
た
。

海
軍
次
官
は
、
一
九
一
二
～
三
六
年
に
か
け
て
二
人
が
就
任
し
て
い
る
。
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
次
官
就
任
以
前
は
海
軍
省
勤
務
経
験
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

例
外
し
て
は
、
海
軍
次
官
就
任
前
の
経
歴
が
軍
令
部
の
み
で
あ
る
財
部
彪
（
軍
令
部

第
二
局
員
二
年
二
ヶ
月
、
軍
令
部
参
謀
三
年
一
ヶ
月
）
や
安
保
清
種
（
次
長
一
年
八

ヶ
月
、
第
一
班
長
四
年
、
軍
令
部
副
官
一
年
七
ヶ
月
、
軍
令
部
参
謀
五
ヶ
月
）
が
挙

げ
ら
れ
る
。
海
軍
次
官
に
任
官
す
る
前
の
中
央
部
に
お
け
る
履
歴
は
と
い
う
と
、
海

軍
省
勤
務
が
平
均
し
て
約
五
年
四
ヵ
月
で
、
軍
令
部
勤
務
が
平
均
し
て
約
一
年
七
ヵ

月
で
あ
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
海
軍
省
解
体
ま
で
続
く
。

軍
務
局
長
は
、
一
九
一
三
～
三
六
年
に
か
け
て
一
四
人
就
任
し
て
お
り
、
内
七
人

が
海
軍
次
官
に
就
任
し
て
い
る
。
軍
務
局
長
に
就
任
す
る
以
前
の
履
歴
は
と
い
う

と
、
海
軍
省
勤
務
が
平
均
し
て
約
四
年
一
○
ヵ
月
、
軍
令
部
勤
務
が
平
均
し
て
約
一

年
で
あ
っ
た
。

海
軍
軍
令
部
長
（
軍
令
部
総
長
）
は
、
一
九
一
二
～
三
六
年
に
か
け
て
七
人
が
就

任
し
て
い
る
。
海
軍
軍
令
部
長
に
任
官
す
る
前
の
海
軍
中
央
部
に
お
け
る
履
歴
は
と

い
う
と
、
海
軍
省
勤
務
が
平
均
し
て
約
二
年
七
ヵ
月
、
軍
令
部
勤
務
が
平
均
し
て
約

四
年
八
ヵ
月
で
あ
っ
た
。
ま
た
軍
令
部
次
長
経
験
者
は
七
人
中
四
人
で
あ
っ
た
。
一

方
、
「
軍
政
系
」
が
海
軍
軍
令
部
長
に
就
任
し
た
例
は
、
鈴
木
貫
太
郎
や
谷
口
尚
真

が
挙
げ
ら
れ
る
。

軍
令
部
次
長
は
、
一
九
一
二
～
三
六
年
に
か
け
て
一
七
人
が
就
任
し
て
い
る
。
そ

の
う
ち
、
堀
内
三
郎
（
軍
務
局
長
一
年
九
ヶ
月
、
教
育
本
部
二
部
員
二
年
四
ヶ
月
、

教
育
本
部
一
部
長
兼
二
部
長
兼
軍
令
部
参
謀
一
年
）
、
野
村
吉
三
郎
（
軍
務
局
員
一

年
八
ヶ
月
、
海
軍
省
副
官
兼
海
相
秘
書
官
一
年
一
○
ヶ
月
、
軍
令
部
出
仕
兼
参
謀
八

ヶ
月
、
海
軍
省
副
官
一
年
五
ヶ
月
、
教
育
局
長
一
○
ヶ
月
、
第
三
班
長
一
年
三
ヶ
月
）

な
ど
海
軍
省
勤
務
が
主
で
あ
る
「
軍
政
系
」
が
い
る
が
、
大
部
分
は
軍
令
部
勤
務
が
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主
体
で
あ
る
。
軍
令
部
次
長
に
就
任
す
る
以
前
の
履
歴
は
と
い
う
と
、
海
軍
省
勤
務

が
平
均
し
て
約
二
年
二
ヵ
月
で
、
軍
令
部
勤
務
が
平
均
し
て
約
三
年
六
ヵ
月
で
あ
っ

た
。

軍
令
部
第
一
班
長
（
部
長
）
は
、
一
九
一
二
～
三
六
年
に
か
け
て
一
六
人
就
任
し

て
お
り
、
内
九
人
が
軍
令
部
次
長
に
就
任
し
て
い
る
。
軍
令
部
第
一
班
長
に
就
任
す

る
以
前
の
履
歴
は
と
い
う
と
、
海
軍
省
勤
務
が
平
均
し
て
約
一
年
三
ヵ
月
、
軍
令
部

（

吃

）

勤
務
が
平
均
し
て
約
二
年
六
ヵ
月
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
海
軍
上
層
部
に
関
し
て
、
「
軍
政
系
」
と
「
軍
令
系
」
と
の
人
的
構

造
が
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
、
一
九
三
三
年
に
行
わ
れ
た
軍
令
部
の
権
限
拡
大
は
、
「
軍
令
系
」

（

、

）

や
「
純
軍
事
系
」
の
海
軍
将
校
の
台
頭
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
「
軍
政
系
」

「
政
軍
協
調
系
」
に
連
な
る
海
軍
将
官
は
、
第
二
次
大
角
海
相
期
に
お
い
て
相
次
い

で
予
備
役
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
大
角
人
事
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
あ
る
。

二
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
の
衰
退

大
角
海
相
に
よ
っ
て
、
予
備
役
に
編
入
さ
れ
た
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
の
海

軍
将
官
に
は
、
三
種
類
の
類
型
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
①
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
条
約
関
係

者
、
②
「
海
軍
軍
令
部
条
例
」
「
省
部
事
務
互
渉
規
程
」
改
正
関
係
者
、
③
知
米
派
で

あ
る
。
①
に
は
山
梨
勝
之
進
大
将
、
谷
口
尚
真
大
将
、
左
近
司
政
三
中
将
、
堀
悌
吉

中
将
が
、
②
に
は
寺
島
健
中
将
が
、
③
に
は
坂
野
常
義
中
将
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
、
①
の
類
型
で
あ
る
。
第
一
次
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会
議
に
お
い
て
、
山
梨

勝
之
進
は
海
軍
次
官
と
し
て
国
内
に
お
け
る
海
軍
省
の
代
表
者
で
あ
っ
た
が
、
軍
事

参
議
官
で
あ
っ
た
山
梨
は
、
一
九
三
三
年
三
月
二
日
に
予
備
役
に
編
入
さ
れ
た
。

予
備
役
編
入
時
の
年
齢
は
、
五
五
才
で
あ
り
、
大
将
に
昇
格
し
て
か
ら
、
わ
ず
か
一

年
で
予
備
役
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
山
梨
は
、
「
軍
令
系
」
や
「
純
軍
事
系
」
の
勢
力

伸
張
に
伴
い
、
予
備
役
に
追
い
込
ま
れ
た
と
い
え
る
。

九
月
一
日
に
は
谷
口
尚
真
大
将
が
予
備
役
に
編
入
さ
れ
た
。
谷
口
は
、
加
藤
寛
治

軍
令
部
長
が
更
迭
さ
れ
た
後
、
軍
令
部
長
と
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
軍
令
部
長
在
任

（

Ｍ

）

中
に
、
東
郷
元
帥
か
ら
叱
責
を
加
え
ら
れ
た
経
緯
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
中
、

八
月
二
八
日
、
加
藤
と
高
橋
軍
令
部
次
長
の
会
談
に
お
い
て
、
「
谷
口
、
左
近
司
之

（

旧

）

処
分
内
定
」
と
あ
る
よ
う
に
加
藤
ら
の
何
ら
か
の
関
与
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

一
方
、
左
近
司
政
三
中
将
は
、
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
会
議
全
権
首
席
随
員
で
あ
り
、
ロ
ン

ド
ン
に
お
い
て
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
と
し
て
条
約
締
結
に
反
対
す
る
随
員
を

説
得
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
佐
世
保
鎮
守
府
司
令
長
官
で
あ
っ
た
左
近
司
は
一

九
三
三
年
二
月
に
出
仕
と
な
り
、
無
役
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
翌
年
三
月
、
予
備

役
に
編
入
さ
れ
た
。

堀
悌
吉
中
将
は
、
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会
議
当
時
の
軍
務
局
長
で
あ
り
、
加
藤
友

三
郎
の
直
系
の
思
想
継
承
者
で
あ
っ
た
。
堀
の
予
備
役
編
入
の
理
由
と
し
て
は
、
一

九
三
二
年
の
第
一
次
上
海
事
変
に
お
い
て
、
第
三
戦
隊
司
令
官
だ
っ
た
堀
少
将
が
呉

（

肥

）

湖
砲
台
を
砲
撃
し
た
際
に
、
戦
意
が
不
足
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
堀
は
、

一
九
三
四
年
一
二
月
一
五
日
に
後
述
す
る
坂
野
常
義
中
将
と
共
に
予
備
役
に
編
入
さ

れ
た
。堀

が
予
備
役
に
編
入
さ
れ
た
最
大
の
原
因
は
、
堀
が
現
役
将
官
と
し
て
存
在
し
た

場
合
、
海
相
に
な
る
可
能
性
が
非
常
に
高
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
海
相

に
就
任
す
れ
ば
、
人
事
権
を
行
使
し
、
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
が
復
権
し
、
つ

ま
り
、
そ
れ
は
「
軍
令
系
」
や
「
純
軍
事
系
」
の
権
限
縮
小
に
直
結
す
る
可
能
性
が
あ

っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

次
に
、
②
の
類
型
で
あ
る
。
「
大
角
人
事
」
に
お
い
て
、
最
も
急
速
に
予
備
役
に
編

入
さ
れ
た
の
が
寺
島
健
中
将
で
あ
っ
た
。
寺
島
は
、
「
海
軍
軍
令
部
条
例
」
「
省
部
事

務
互
渉
規
程
」
改
正
問
題
の
時
の
軍
務
局
長
で
あ
り
、
寺
島
や
、
井
上
成
美
軍
務
局

第
一
課
長
は
、
最
後
ま
で
改
正
に
反
対
し
た
。
そ
の
た
め
、
改
正
が
本
決
ま
り
に
な

る
と
寺
島
は
軍
務
局
長
を
更
迭
さ
れ
、
一
九
三
三
年
九
月
一
五
日
に
練
習
艦
隊
司
令

官
に
転
任
し
た
。
し
か
し
、
練
習
艦
隊
司
令
官
の
在
任
期
間
は
、
わ
ず
か
一
八
日
間

と
い
う
短
さ
で
、
一
○
月
三
日
、
軍
令
部
出
仕
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
四
年

四
月
に
予
備
役
に
編
入
さ
れ
た
。

最
後
に
、
③
の
類
型
で
あ
る
。
坂
野
常
義
中
将
は
、
第
一
次
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮

会
議
当
時
は
ア
メ
リ
カ
大
使
館
付
武
官
（
一
九
二
七
年
二
月
一
五
日
～
一
九
三
一

年
二
月
一
四
日
）
で
あ
り
、
「
海
軍
軍
令
部
条
例
」
「
省
部
事
務
互
渉
規
程
」
改
正
当
時

は
第
一
遣
外
艦
隊
司
令
官
（
一
九
三
二
年
六
月
六
日
～
一
九
三
三
年
五
月
二
○
日
）
、

第
二
戦
隊
司
令
官
（
第
一
遣
外
艦
隊
を
改
編
、
一
九
三
三
年
二
月
ま
で
）
で
あ
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り
、
双
方
と
も
直
接
関
係
し
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
坂
野
少
将
は

軍
事
普
及
部
委
員
長
に
任
官
し
た
が
、
在
任
中
に
「
海
軍
は
、
伝
統
的
精
神
を
重
ん

じ
て
全
く
政
治
に
関
係
し
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
海
軍
部
内
に
や
れ
宇
垣
が
け
し
か

ら
ん
の
と
い
ふ
、
所
謂
反
宇
垣
熱
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
全
撚
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る

こ
と
で
、
さ
う
い
ふ
宣
伝
に
よ
っ
て
海
軍
が
誤
ら
れ
て
は
困
る
」
と
、
宇
垣
一
成
朝

鮮
総
督
を
首
班
と
す
る
内
閣
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
海
軍
は
関
与
し
な
い
と
す
る

内
容
の
声
明
を
発
表
し
た
。

軍
事
普
及
部
委
員
長
だ
っ
た
坂
野
は
、
「
坂
野
少
将
ヵ
近
時
新
聞
紙
上
海
軍
ヵ
宇

垣
内
閣
反
対
ナ
ル
カ
如
ク
伝
う
ル
ー
対
シ
海
軍
ハ
白
紙
ナ
リ
ト
ノ
意
味
ヲ
言
へ
ル
コ

ト
カ
黒
潮
会
ノ
不
平
派
力
利
用
シ
テ
坂
野
少
将
ヲ
窮
地
二
陥
ル
ヘ
ク
策
動
シ
夕
刻
二

大
キ
ク
出
テ
タ
リ
」
と
、
坂
野
と
海
軍
省
記
者
ク
ラ
ブ
で
あ
る
黒
潮
会
の
一
部
と
の

関
係
が
悪
化
し
て
い
た
こ
と
や
、
軍
事
普
及
部
幹
事
で
あ
り
、
軍
縮
に
対
し
て
強
硬

論
を
主
張
し
て
い
た
関
根
群
一
大
佐
が
「
坂
の
少
将
ハ
岡
山
ダ
カ
ラ
ナ
ノ
』
ナ
ド
黒

（

旧

）

潮
会
ニ
タ
キ
付
ケ
」
た
こ
と
も
一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
。
六
月
一
日
、
坂
野
軍
事
普

及
部
委
員
長
を
罷
免
す
る
こ
と
を
大
角
海
相
が
決
め
た
こ
と
に
対
し
、
長
谷
川
清
海

軍
次
官
、
小
林
宗
之
助
人
事
局
長
、
吉
田
善
吾
軍
務
局
長
、
岩
村
清
一
海
軍
省
先
任

（

旧

）

副
官
が
罷
免
し
な
い
方
が
良
い
と
進
言
し
た
が
、
罷
免
決
定
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、

一
九
三
四
年
五
月
一
四
日
に
軍
事
普
及
部
委
員
長
に
任
官
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
六
月
一
日
に
更
迭
、
軍
令
部
出
仕
と
な
り
、
一
九
三
四
年
一
二
月
一
五
日
に
予

備
役
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
の
海
軍
将
官
が
相
次
い
で
予
備
役
に

編
入
さ
れ
た
背
景
に
は
、
加
藤
寛
治
大
将
を
中
心
と
す
る
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」

が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
。
左
近
司
が
、
財
部
彪
後
備
役
大
将
を
訪
れ
た
際
、
財
部

に
対
し
「
谷
口
、
寺
島
氏
ノ
引
退
ノ
止
ム
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
事
情
ャ
堀
少
将
ノ
進
退

ハ
尚
ホ
大
臣
ノ
考
慮
中
ナ
リ
」
と
い
う
こ
と
を
話
し
た
。
こ
れ
を
評
し
て
か
同
日
の

（

釦

）

日
記
に
、
財
部
は
「
殿
下
ヲ
煩
シ
奉
ル
輩
ノ
多
キ
ヲ
悲
ム
」
と
記
述
し
て
い
る
。
財

部
の
い
う
伏
見
宮
軍
令
部
総
長
を
「
煩
シ
奉
ル
輩
」
と
は
、
加
藤
を
中
心
と
す
る
「
加

藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
寺
島
を
予
備
役
に
編
入
し
た
問
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
「
加
藤
・
末
次

グ
ル
ー
プ
」
が
主
導
し
た
だ
け
と
は
い
え
な
い
。
一
九
三
三
年
九
月
二
七
日
、
大
角

海
相
と
加
藤
寛
治
が
会
見
し
、
「
小
林
（
蹟
造
連
合
艦
隊
司
令
長
官
、
注
筆
者
）
、
寺

島
問
題
を
報
告
せ
ら
る
。
殿
下
御
同
意
な
ら
ず
、
只
大
臣
が
決
意
す
る
な
れ
ば
強
て

（

マ

マ

）

留
め
ず
）
。
大
角
謹
承
、
此
場
合
是
非
一
つ
手
を
打
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
寺
島
を
病

（

別

）

気
と
す
る
事
に
既
に
内
命
ず
み
」
で
あ
る
と
し
、
寺
島
は
病
気
を
理
由
に
練
習
艦
隊

司
令
官
を
更
迭
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
う
な
っ
た
原
因
の
一
つ
は
、
一
九
三
三
年
九
月
一

八
日
の
夕
刊
に
加
藤
が
辞
表
を
提
出
し
た
と
い
う
記
事
が
出
た
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
加
藤
日
記
に
は
、
「
条
例
改
正
に
付
軍
務
の
反
抗
を
聴
く
。
午
後
予
引
退
の
「
デ

（

鰯

〉

マ
」
飛
ぶ
。
寺
島
の
細
工
な
り
」
と
、
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
翌
一
九
日
に
は
、

寺
島
が
新
聞
記
者
に
加
藤
の
予
備
役
編
入
と
い
う
情
報
を
流
し
た
と
い
う
説
が
海
軍

（

漣

）

部
内
に
出
回
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
二
日
に
は
、
若
手
強
硬
派
の
根
城
の
一
つ
と
な

っ
て
い
た
横
須
賀
鎮
守
府
に
お
い
て
問
題
と
な
り
、
九
月
二
七
日
に
寺
島
練
習
艦
隊

司
令
官
を
更
迭
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。

し
か
し
、
岩
村
清
一
海
軍
省
先
任
副
官
は
、
こ
の
寺
島
更
迭
問
題
に
関
し
て
、
「
余

自
身
モ
相
当
二
考
フ
ル
必
要
ア
リ
。
次
官
ニ
伺
う
。
次
官
ョ
リ
詳
細
二
話
ア
リ
過
日

軍
令
部
長
宮
殿
下
力
互
渉
規
程
ニ
ッ
キ
次
官
軍
ム
局
長
ヲ
招
カ
レ
シ
時
ノ
軍
ム
局
長

ノ
態
度
ヲ
軍
令
部
長
ハ
著
シ
ク
債
ラ
レ
シ
ニ
因
ル
ト
到
底
救
済
ノ
方
法
ナ
ク
大
臣
モ

（

別

）

苦
心
ノ
結
果
然
リ
取
計
ハ
レ
タ
ル
ナ
リ
ト
」
と
、
藤
田
尚
徳
海
軍
次
官
の
話
と
し
て

寺
島
問
題
に
関
し
て
伏
見
宮
の
指
示
が
あ
っ
た
た
め
、
大
角
海
相
が
苦
渋
の
決
断
を

し
た
と
い
う
こ
と
を
日
記
に
記
述
し
て
い
る
。
加
藤
日
記
に
は
、
寺
島
問
題
に
関
し

（

閏

）

て
「
殿
下
御
同
意
な
ら
ず
、
只
大
臣
が
決
意
す
る
な
れ
ば
強
て
留
め
ず
」
と
、
伏
見

宮
が
寺
島
辞
職
問
題
に
関
し
て
慎
重
で
あ
り
、
最
終
決
定
は
大
角
海
相
が
す
る
も
の

と
記
述
し
て
い
る
が
、
「
寺
島
中
将
移
動
二
就
テ
ハ
次
官
ハ
困
リ
シ
モ
ノ
統
帥
権
問

（

妬

）

題
ト
全
シ
ク
永
久
二
説
明
出
来
ヌ
困
ツ
タ
コ
ト
ナ
リ
ト
言
ハ
ル
」
と
、
藤
田
か
ら
の

情
報
を
岩
村
が
記
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
更
迭
問
題
に
関
し
て
主
導
的
立

場
を
取
っ
た
の
が
伏
見
宮
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
伏
見
宮
は
、

「
海
軍
軍
令
部
条
例
」
「
省
部
事
務
互
渉
規
程
」
改
正
案
が
な
か
な
か
進
展
し
な
い
た

め
、
起
案
の
主
務
局
で
あ
っ
た
井
上
軍
務
局
第
一
課
長
を
更
迭
し
て
早
く
進
め
る
よ

（

刀

）

う
に
と
話
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
岩
村
の
記
述
か
ら
は
、
人
事
権
が

無
い
は
ず
で
あ
る
軍
令
部
長
の
伏
見
宮
が
海
軍
部
内
の
人
事
に
関
与
し
始
め
て
い
た

こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
一
九
三
四
年
一
二
月
一
五
日
、
坂
野
と
堀
は
そ
ろ
っ
て
、

予
備
役
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
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に
お
い
て
最
も
加
藤
友
三
郎
の
主
張
を
受
け
継
ぎ
、
政
策
的
に
は
最
も
穏
健
論
を
主

張
す
る
堀
を
海
軍
か
ら
追
い
出
す
こ
と
に
成
功
す
る
。
一
○
月
一
九
日
、
「
古
賀
少

（

配

）

将
ョ
リ
堀
中
将
ハ
今
度
止
ム
ル
由
困
リ
シ
モ
ノ
嫌
ナ
空
気
ナ
リ
」
と
、
岩
村
は
記
述

し
て
い
る
。
し
か
し
、
次
節
で
詳
述
す
る
が
、
同
時
期
に
は
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」

も
ま
た
徐
々
に
整
理
の
対
象
に
な
っ
て
い
く
。

こ
う
し
た
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
の
海
軍
将
官
の
更
迭
は
、
一
九
三
三
年
以

降
、
海
軍
省
内
に
お
い
て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
軍
縮
体
制
か
ら
の
脱
退
問
題
や
第

二
次
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
会
議
に
関
し
て
、
「
軍
令
系
」
や
「
純
軍
事
系
」
の
主
張
に
対
抗

で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
陥
る
。
岩
村
は
、
「
今
ノ
海
軍
ハ
優
秀
者
ヲ
排
シ
タ
ル
結

果
先
ヲ
見
テ
仕
事
ヲ
ス
ル
能
力
ヲ
有
ス
ル
人
二
欠
如
セ
リ
。
従
ツ
テ
外
務
省
ト
ノ
交

（

酌

）

渉
ニ
モ
ウ
マ
ク
行
カ
ヌ
況
ャ
部
外
交
渉
二
於
テ
ヲ
ャ
！
」
と
、
当
時
の
海
軍
部
内
の

状
況
に
つ
い
て
激
昂
し
て
い
る
。

ま
た
、
伏
見
宮
軍
令
部
総
長
が
人
事
に
干
渉
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
小
林
蹟
造
大

将
は
、
「
さ
う
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
結
局
や
は
り
海
軍
大
臣
が
非
常
に
弱
い
か
ら

だ
。
何
で
も
か
ん
で
も
殿
下
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
き
く
と
い
ふ
こ
と
は
甚
だ
面
白

く
な
い
。
さ
う
い
ふ
こ
と
を
の
べ
つ
や
っ
て
を
ら
れ
れ
ば
、
し
ま
ひ
に
は
殿
下
の
御

徳
を
疵
つ
け
、
ひ
い
て
は
皇
室
に
累
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
頗
る
心
配
だ
」
と
、

原
田
熊
雄
に
語
り
、
そ
れ
を
聞
い
た
西
園
寺
公
望
は
伏
見
宮
を
公
職
か
ら
退
い
た
形

（

鋤

）

に
し
た
い
と
語
っ
た
。

海
軍
内
の
人
事
に
つ
い
て
は
、
「
海
軍
省
軍
令
部
業
務
互
渉
規
程
」
に
お
い
て
も

海
軍
省
の
職
掌
で
あ
っ
た
が
、
伏
見
宮
と
い
う
皇
族
総
長
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
し

て
そ
の
影
響
力
が
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
海
軍
省
か
ら
軍
令
部
へ
と
実
質
的
に
は

移
動
し
て
い
っ
た
。
長
谷
川
海
軍
次
官
は
「
自
分
力
来
テ
ョ
リ
非
常
二
妙
ナ
コ
ト
行

ハ
ル
。
人
事
ニ
ッ
キ
人
事
局
長
力
総
長
二
話
シ
総
長
ハ
次
長
二
次
長
ハ
ー
部
長
二
話

（

別

）

シ
次
官
力
知
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
軍
令
部
ニ
テ
横
議
シ
シ
、
ア
リ
」
と
い
う
状
況
に
陥
っ

て
い
る
。
こ
う
し
て
、
伏
見
宮
軍
令
部
総
長
を
中
心
と
す
る
体
制
が
徐
々
に
確
立
さ

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

三
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
の
衰
退

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
海
軍
軍
令
部
条
例
」
「
省
部
事
務
互
渉
規
程
」
改
正
と

い
う
軍
令
部
の
権
限
強
化
が
行
わ
れ
て
以
後
、
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
の
海
軍

（

蛇

）

将
官
が
予
備
役
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」

が
必
ず
し
も
海
軍
内
の
主
導
権
を
握
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
一
九
三
三
年
の
「
海

軍
軍
令
部
条
例
」
改
正
以
降
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
に
対
す
る
反
発
が
起
こ
っ

て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

確
か
に
、
一
九
三
二
年
二
月
、
高
橋
三
吉
中
将
が
軍
令
部
次
長
と
な
り
、
松
山
茂

中
将
を
挟
ん
で
、
加
藤
隆
義
中
将
が
任
命
さ
れ
る
。
一
九
三
三
年
二
月
に
は
、
連

合
艦
隊
司
令
長
官
と
し
て
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
に
属
す
る
小
林
踏
造
大
将
の

後
任
と
し
て
末
次
信
正
中
将
が
、
次
い
で
高
橋
が
就
任
し
た
。
し
か
し
、
直
接
海
軍

省
幹
部
に
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
の
将
官
が
就
任
す
る
こ
と
は
な
く
、
軍
令
部

に
お
い
て
も
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
に
近
い
と
い
え
る
の
は
加
藤
隆
義
の
み
で

あ
っ
た
。
海
軍
中
央
に
確
固
た
る
地
位
を
築
い
た
と
す
る
に
は
そ
の
数
が
少
な
す
ぎ

る
の
で
あ
る
。

一
九
三
三
年
九
月
、
「
海
軍
軍
令
部
条
例
」
「
省
部
事
務
互
渉
規
程
」
の
改
正
が
大

詰
め
を
迎
え
て
い
た
頃
、
加
藤
寛
治
大
将
が
一
九
三
○
年
の
統
帥
権
問
題
を
再
燃
さ

せ
る
。
九
月
一
三
日
、
「
午
前
次
長
へ
統
帥
権
干
犯
に
付
実
情
調
言
外
に
秘
事
及
昭

和
五
年
五
月
十
九
日
引
責
辞
職
上
奏
書
を
浜
中
を
経
て
次
長
に
送
り
、
且
つ
殿
下
の

（

詞

）

台
覧
を
乞
」
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
伏
見
宮
は
「
加
藤
大
将
ヨ
リ
手
紙
来
し
り
殿
下

ニ
御
覧
二
入
レ
シ
ニ
殿
下
モ
加
藤
二
余
計
ナ
コ
ト
ス
ル
ナ
」
と
言
い
、
そ
し
て
、
伏

見
宮
の
意
志
を
高
橋
軍
令
部
次
長
が
加
藤
に
伝
え
説
得
を
試
み
、
加
藤
は
「
渋
々
納

（

猟

）

得
」
し
た
。
加
藤
が
統
帥
権
問
題
を
再
燃
さ
せ
た
こ
と
に
は
、
当
時
五
・
一
五
事
件

（

お

）

の
結
審
が
間
近
に
迫
っ
て
お
り
、
被
告
へ
の
援
護
射
撃
の
側
面
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
加
藤
の
強
硬
論
に
対
し
、
「
軍
政
系
」
や
「
政
軍
協
調
系
」
は
危
機
感
を

抱
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
二
月
に
な
る
と
、
安
保
清
種
大
将
が
予
備
役
編
入
を
申
し

出
る
こ
と
に
な
る
と
、
「
安
保
大
将
去
ラ
レ
ナ
ク
、
何
人
力
加
藤
大
将
ノ
脱
線
一
ニ
ブ

（

記

）

レ
ー
キ
』
ヲ
カ
ヶ
ル
者
ア
ル
カ
海
軍
ノ
前
途
憂
フ
ヘ
シ
」
と
、
加
藤
と
海
軍
部
内
に

お
け
る
緩
衝
材
が
い
な
く
な
る
こ
と
に
つ
い
て
憂
慮
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
安
保

は
、
加
藤
と
海
軍
兵
学
校
の
同
期
生
で
あ
り
、
加
藤
が
行
っ
た
工
作
の
一
面
を
担
う

こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
一
次
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会
議
後
に
お
け
る
財
部
彪

海
相
の
後
任
問
題
に
お
い
て
岡
田
啓
介
大
将
と
協
力
し
て
お
り
、
一
概
に
「
加
藤
・

末
次
グ
ル
ー
プ
」
と
は
呼
べ
な
い
位
置
に
い
た
。
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
締
結
後
、
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安
保
が
海
軍
大
臣
と
な
っ
た
が
、
加
藤
は
安
保
を
推
し
て
「
軍
令
系
」
や
「
純
軍
事
系
」

寄
り
の
政
策
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
岡
田
啓
介
軍
事
参
議
官
の
根
回
し

（

師

）

に
よ
り
、
安
保
は
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
寄
り
の
行
動
を
と
っ
た
。
ま
た
、
安

保
自
身
、
も
と
も
と
東
郷
平
八
郎
元
帥
か
ら
不
信
感
を
抱
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

（

錫

）
る
。
こ
の
安
保
が
現
役
か
ら
退
く
こ
と
は
、
~
加
藤
が
海
軍
部
内
に
お
い
て
最
長
老
の

海
軍
大
将
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
加
藤
を
は
じ
め
と
す
る
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」

が
海
軍
内
を
占
め
る
結
果
に
な
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
海
軍
内
に
お
い

て
加
藤
を
は
じ
め
と
す
る
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
に
対
す
る
反
発
が
出
て
く
る
。

マ

マ

一
九
三
四
年
一
月
一
八
日
に
は
、
「
出
水
（
出
光
万
兵
衛
少
将
、
筆
者
補
記
）
侍
従

武
官
加
藤
大
将
ノ
所
二
行
近
頃
各
所
テ
物
ヲ
言
う
由
慎
ン
タ
方
可
ナ
リ
ト
ノ
話
シ
ァ

（

羽

）

ル
旨
伝
へ
シ
由
。
陛
下
辺
ョ
リ
何
力
御
話
ア
リ
シ
カ
」
と
、
加
藤
の
強
硬
論
の
主
張

が
海
軍
内
を
越
え
世
間
に
出
回
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
宮
中
ま
で
が
憂
慮
す
る
事

態

と

も

な

っ

た

。

こ

う

し

た

事

態

に

陥

っ

た

理

由

と

し

て

、

一

九

三

三

年

以

降

の

海

軍

に

お

け

る

重

要
問
題
で
あ
っ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条
約
廃
棄
問
題
と
、
第
二
次
ロ
ン
ド
ン
軍

縮
会
議
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
会
議
の
た
め
、
各
省
庁
間
に
お
い
て
、

日
本
の
主
張
事
項
を
決
定
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
三
四
年
六
月
当
時
の

軍
事
参
議
官
会
議
内
の
意
見
は
、
「
今
迄
実
務
二
当
ラ
サ
リ
シ
者
加
藤
大
将
末
次
大

（

㈹

）

将
ハ
抽
象
的
ナ
ル
モ
強
硬
論
ニ
シ
テ
実
務
二
置
リ
シ
者
ハ
穏
健
論
ナ
リ
」
と
、
加
藤
、

末
次
の
強
硬
論
に
対
し
、
小
林
蹟
造
大
将
、
野
村
吉
三
郎
大
将
の
穏
健
論
に
二
分
さ

れ

て

い

た

。

こ

の

軍

事

参

議

官

会

議

内

の

議

論

が

漏

洩

す

る

事

態

が

起

こ

る

。

六

月

八

日

に

行

わ
れ
た
軍
事
参
議
官
と
第
一
艦
隊
、
第
二
艦
隊
司
令
長
官
が
集
ま
っ
た
会
議
の
内
容

に
対
し
、
軍
令
部
第
二
部
第
三
課
長
戸
塚
道
太
郎
大
佐
は
岩
村
に
対
し
、
「
先
日
会

（

判

）

議
二
小
林
野
村
両
大
将
ノ
軟
論
ヲ
吐
キ
居
り
シ
由
」
と
語
っ
た
。
岩
村
は
「
秘
密
ノ

．

（

蛇

）

考
会
議
カ
ス
グ
漏
レ
ル
ト
ハ
困
リ
シ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
書
き
残
し
て
い
る
。
一
方
、
七
月

再
一
四
日
の
真
崎
甚
三
郎
と
、
真
崎
勝
次
少
将
、
園
田
元
助
少
将
（
東
郷
元
帥
の
娘
婿
）

ｊ事
と
の
談
話
で
は
、
「
先
般
海
軍
々
事
参
議
官
会
議
二
於
テ
硬
軟
両
派
ノ
意
見
ヲ
漏
ラ

（

柚

）

人
シ
タ
ル
者
ア
リ
、
此
ガ
重
大
化
ス
レ
バ
厄
介
ナ
リ
ト
語
し
り
」
と
、
問
題
の
重
大
化

鋪
に
つ
い
て
危
倶
し
て
い
る
。

ｒ
ま
た
、
六
月
二
七
日
に
は
、
連
合
艦
隊
司
令
長
官
末
次
信
正
大
将
が
大
角
海
相
、

伏
見
宮
総
長
、
加
藤
大
将
に
連
合
艦
隊
所
属
の
艦
長
が
連
名
し
た
強
硬
論
に
基
づ
い

（

帆

）

た
軍
縮
意
見
害
を
送
付
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
。

七
月
三
日
、
長
谷
川
清
海
軍
次
官
は
、
軍
事
参
議
官
会
議
の
情
報
漏
洩
事
件
が
加

藤
ま
た
は
末
次
が
呉
工
廠
総
務
部
員
山
下
知
彦
大
佐
に
話
し
、
山
下
が
そ
れ
を
佐
世

保
鎮
守
府
内
に
流
布
し
た
と
岩
村
に
話
し
た
。
そ
し
て
、
連
署
事
件
は
、
第
一
水
雷

戦
隊
司
令
官
町
田
進
一
郎
大
佐
が
加
藤
と
会
見
し
た
際
に
進
言
し
た
こ
と
で
、
第
一

艦
隊
は
町
田
が
、
第
二
艦
隊
は
高
雄
艦
長
南
雲
忠
一
大
佐
が
署
名
を
集
め
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
に
対
し
、
佐
世
保
鎮
守
府
司
令
長
官
米
内
光
政
中
将
は
、
「
此
ン

ナ
コ
ト
テ
ハ
イ
カ
ヌ
。
職
ヲ
賭
シ
テ
清
掃
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
」
と
語
り
、
海
軍
内
の

（

媚

）

綱
紀
粛
正
を
行
う
こ
と
を
進
言
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
伏
見
宮
の
加
藤
、
末
次
に
対
す
る
考
え
も
変
化
し
て
く
る
。

殿
下
ハ
加
藤
末
次
ニ
対
ス
ル
考
ヘ
カ
大
分
変
り
来
ラ
レ
タ
リ
。
此
ノ
機
二
何
ン

（

綿

）

ト
カ
部
内
統
制
ヲ
新
ニ
ス
ル
ノ
要
ア
ル
ヘ
シ

こ
の
よ
う
に
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
に
よ
る
諸
事
件
に
よ
り
、
伏
見
宮
が
加
藤
、

末
次
に
対
し
不
信
感
を
持
ち
始
め
た
の
を
契
機
に
、
海
軍
省
側
は
海
軍
部
内
の
統
制

を
図
ろ
う
と
す
る
。
ま
た
、
大
角
海
相
は
、
原
田
熊
雄
に
対
し
加
藤
、
末
次
が
伏
見

宮
か
ら
の
信
任
を
失
い
始
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
話
し
た
。

海
軍
大
臣
は
早
速
自
分
を
別
室
に
連
れ
て
行
っ
て
、
：
．
「
実
は
最
近
、
伏
見

元
帥
宮
の
、
加
藤
、
末
次
両
大
将
に
対
す
る
御
信
任
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。

そ
の
原
因
は
、
加
藤
大
将
の
方
は
、
事
前
に
機
密
を
艦
隊
の
自
派
の
連
中
に
洩

ら
し
た
り
し
て
い
ろ
Ｉ
、
策
動
し
た
こ
と
で
あ
り
、
末
次
長
官
の
方
は
、
部
下

の
持
っ
て
來
た
上
申
書
を
そ
の
ま
鶴
軍
令
部
総
長
宮
に
提
出
し
た
こ
と
な
ど
の

（

灯

）

た

め

で

あ

る

。

」

七
月
四
日
、
大
角
海
相
は
「
大
臣
室
ニ
テ
ハ
長
官
滞
京
一
日
ニ
テ
召
集
。
軍
縮
、

部
内
統
制
、
横
断
的
談
合
ヲ
阻
止
ス
ル
件
ヲ
話
ス
。
尚
ホ
末
次
大
将
ニ
ハ
別
二
大
臣

ヨ
リ
話
ア
ル
筈
」
と
し
、
ま
た
海
軍
省
内
で
は
、
各
鎮
守
府
司
令
長
官
、
要
港
部
司

令
官
に
つ
い
て
は
人
事
交
代
を
せ
ず
と
も
、
部
内
統
制
は
大
丈
夫
で
あ
る
が
、
「
艦

隊
司
令
長
官
ハ
言
フ
タ
ト
テ
変
へ
ラ
レ
ハ
ス
マ
ジ
。
研
究
ヲ
要
ス
ベ
シ
」
と
い
う
よ

（

佃

）

う
に
、
海
軍
部
内
の
統
制
や
人
事
の
研
究
を
行
い
始
め
る
。
そ
し
て
、
翌
五
日
に
は

「
関
根
、
岸
本
情
報
先
日
ノ
軍
縮
會
議
二
関
ス
ル
軍
事
参
議
官
集
合
ノ
内
容
漏
洩
（
第

一
艦
隊
長
官
）
ノ
タ
メ
近
々
長
官
ヲ
東
京
二
集
合
末
次
大
将
誠
首
ト
ノ
『
デ
こ
ァ

－95－



（
伯
）リ

」
と
い
う
末
次
連
合
艦
隊
司
令
長
官
の
更
迭
情
報
ま
で
流
れ
始
め
る
。
末
次
は
、

二
月
一
五
日
に
、
横
須
賀
鎮
守
府
司
令
長
官
と
な
り
、
翌
三
五
年
一
二
月
に
は
軍

事
参
議
官
へ
と
転
任
す
る
。

一
九
三
四
年
は
、
斎
藤
実
内
閣
の
後
継
内
閣
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
七
月
八
日

に
岡
田
啓
介
内
閣
が
成
立
す
る
。
加
藤
は
、
皇
道
派
の
真
崎
甚
三
郎
教
育
総
監
ら
と

共
に
、
平
沼
騏
一
郎
枢
密
院
副
議
長
を
首
班
と
す
る
内
閣
の
成
立
を
目
指
し
て
い

（
別
）た

。
し
か
し
、
宮
中
側
は
国
粋
主
義
団
体
で
あ
る
国
本
社
の
会
長
で
も
あ
る
平
沼
に

不
同
意
で
あ
り
、
実
現
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
加
藤
を
首
班
と
す
る
内

閣
の
成
立
を
図
っ
た
。
こ
の
行
動
に
は
、
大
角
海
相
、
伏
見
宮
軍
令
部
総
長
も
一
応

（

副

）

同
意
し
て
い
た
。

し
か
し
、
宮
中
グ
ル
ー
プ
は
強
硬
派
で
あ
る
平
沼
、
加
藤
な
ど
の
擁
立
や
、
強
硬

派
か
ら
嫌
悪
さ
れ
て
い
る
宇
垣
一
成
を
擁
立
せ
ず
、
七
月
四
日
、
穏
健
派
の
岡
田
啓

介
に
大
命
が
降
下
さ
れ
た
。
な
お
「
大
角
ハ
事
大
主
義
故
如
何
ナ
ル
コ
ト
ア
ル
モ
自

（

顕

）

ラ
責
任
ヲ
取
ル
コ
ト
ヲ
避
ク
ル
モ
有
利
ノ
方
ニ
ッ
キ
来
ル
」
と
、
枢
密
院
顧
問
官
有

馬
良
橘
退
役
大
将
の
大
角
海
相
に
対
す
る
評
価
か
ら
い
っ
て
も
、
こ
の
加
藤
推
薦
工

作
に
お
い
て
、
大
角
は
一
度
了
承
し
た
と
い
っ
て
も
ど
う
転
ぶ
か
分
か
ら
な
い
状
態

で
あ
っ
た
。
加
藤
は
、
首
班
指
名
後
、
海
相
に
末
次
を
、
次
官
に
小
林
省
三
郎
少
将

（

釦

）

を
任
命
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

一
方
、
大
角
と
し
て
は
海
相
の
地
位
を
維
持
す
る
た
め
に
、
岡
田
内
閣
の
成
立
後
、

海
軍
部
内
の
穏
健
的
な
行
動
を
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
大
角
は

海
相
に
留
任
し
、
強
硬
論
者
を
型
肘
す
る
行
動
を
と
り
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。

七
月
一
六
日
、
小
林
省
三
郎
駐
満
海
軍
部
司
令
官
は
、
海
軍
省
に
軍
縮
会
議
の
意

見
書
を
送
付
し
た
。
こ
れ
に
長
谷
川
海
軍
次
官
は
憤
慨
し
、
一
七
日
、
「
小
林
少
将

ヵ
移
ス
ト
ヵ
始
末
セ
サ
ス
可
カ
ラ
サ
ル
ヘ
シ
」
と
述
べ
、
小
林
の
責
任
問
題
と
な
っ

た
。
そ
の
後
も
、
小
林
は
意
見
書
を
海
軍
部
内
に
配
布
す
る
な
ど
の
行
為
を
し
た
た

め
、
一
九
日
、
「
小
林
少
将
ハ
ー
度
召
上
出
シ
陳
謝
ス
レ
ハ
ョ
シ
然
ラ
サ
レ
ハ
人
事

（

別

）

上
ノ
所
分
或
ハ
岑
罷
ト
ス
」
と
し
、
海
軍
省
に
招
致
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
中
将
に

昇
進
し
た
小
林
は
、
二
月
一
五
日
、
閑
職
で
あ
る
鎮
海
要
港
部
司
令
官
と
な
っ
た
。

ま
た
、
真
崎
勝
次
少
将
は
一
九
三
五
年
一
○
月
、
閑
職
の
大
港
要
港
部
司
令
官
に
、

同
月
、
山
下
知
彦
大
佐
は
横
須
賀
工
廠
総
務
部
長
に
、
二
月
に
は
町
田
進
一
郎
少

将
は
軍
令
部
出
仕
に
転
任
し
た
。

ま
た
、
そ
の
後
も
末
次
が
海
相
に
就
任
す
る
な
ど
の
情
報
が
流
れ
る
が
、
「
本
日

（

勇

）

ノ
日
日
二
後
末
次
大
臣
説
出
シ
次
官
ヨ
リ
何
ン
ト
カ
打
チ
消
ノ
方
法
ナ
キ
ャ
ト
」
と

い
う
よ
う
に
、
海
軍
省
は
こ
う
し
た
動
き
を
打
ち
消
す
よ
う
に
取
り
計
ら
っ
て
い

ノ
く
、
○

一
九
三
四
年
一
二
月
二
四
日
、
「
千
坂
来
る
。
予
の
決
意
（
引
退
に
付
）
を
告
ぐ
。

（

弱

）

：
・
午
前
出
省
、
大
角
海
相
に
引
退
の
意
中
を
公
言
す
。
条
約
廃
止
の
喜
と
共
に
」
と
、

加
藤
寛
治
は
自
身
の
後
備
役
編
入
を
決
意
し
た
。
後
備
役
に
編
入
さ
れ
る
の
は
、
翌

年
の
二
月
で
あ
っ
た
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
廃
棄
が
決
ま
っ
た
こ
の
時
期
に
決
意

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
三
三
年
頃
か
ら
、
加
藤
は
少
壮
将
校
か
ら
元

帥
府
へ
列
せ
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
九
月
一
七
日
に
は
、
「
終
に
元
帥
え
昨

（

釘

）

日
大
角
と
打
合
せ
之
事
報
告
す
」
と
、
大
角
か
ら
元
帥
推
薦
を
得
ら
れ
た
状
況
と
な

る
が
、
三
四
年
に
入
り
、
伏
見
宮
が
加
藤
、
末
次
に
対
し
不
信
感
を
抱
い
た
こ
と
で
、

元
帥
推
薦
が
無
く
な
っ
た
た
め
、
三
四
年
一
二
月
に
後
備
役
編
入
を
言
い
出
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
一
九
三
六
年
、
二
・
二
六
事
件
が
起
こ
る
。
陸
軍
に
お
け
る
反
乱
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
を
契
機
に
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
が
一
掃
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三
月
一
六
日
、
「
午
前
竹
内
来
た
り
、
山
下
知
彦
等
之
進
退
ヲ
憂
ふ
。
止
む
な
き
哉
。

（

銘

）

中
村
外
数
名
（
小
林
、
山
下
知
彦
、
真
崎
等
之
異
動
也
）
」
と
、
強
硬
論
者
で
あ
っ
た

小
林
省
三
郎
中
将
、
真
崎
勝
次
少
将
、
山
下
知
彦
大
佐
や
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」

に
近
い
中
村
良
三
大
将
、
山
本
英
輔
大
将
が
予
備
役
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

（
弱
）た

。
こ
れ
ら
と
同
時
に
、
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
の
大
物
で
あ
る
小
林
踏
造
大

将
も
予
備
役
に
編
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
中
村
、
山
本
両
大
将
の
予
備
役
編
入
と
の

バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
時
期
に
町
田
進
一
郎
少
将

も
死
去
し
た
た
め
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
は
ほ
と
ん
ど
壊
滅
的
な
状
況
と
な

っ
た
。
こ
の
予
備
役
編
入
は
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
に
と
っ
て
青
天
の
露
震

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
人
事
を
行
っ
た
の
が
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
に
近

（

帥

）

い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
大
角
海
相
及
び
新
任
の
永
野
修
身
海
相
で
あ
っ
た
。
一
方
、

末
次
信
正
大
将
は
、
予
備
役
編
入
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
要
因
は
、
二
・
二
六

事
件
に
お
い
て
、
軍
事
参
議
官
会
議
の
席
上
、
即
座
に
反
乱
軍
の
討
伐
を
主
張
し
た

た
め
で
あ
っ
た
獅
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
青
年
将
校
か
ら
の
信
頼
を
無
く
す
結
果

と

な

っ

た

。
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四
「
大
角
人
事
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か

こ
の
よ
う
に
、
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
と
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
双
方
共
に
、

海
軍
部
内
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
の
衰
退

は
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
や
強
硬
論
を
主
張
す
る
若
手
士
官
を
抑
え
る
た
め
に
、

ま
た
、
強
硬
論
を
海
軍
部
内
で
抑
制
す
る
た
め
に
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
将
官

の
予
備
役
編
入
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
加
藤
・
末
次
グ

ル
ー
プ
」
の
衰
退
は
、
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
将
官
の
大
量
処
分
が
海
軍
部
内
強

硬
派
の
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
に
よ
る
、
海
軍
部
内
の
掌
握
に
結
び
つ
く
こ
と

に
対
す
る
危
機
感
を
抱
い
た
結
果
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
を
排
除
す
る
平
衡

感
覚
が
働
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
の
予
備
役
編
入
が
二
・
二
六
事
件
ま
で
伸
び
た
理
由
は
、

海
軍
少
壮
・
若
手
将
校
に
お
い
て
、
末
次
、
小
林
ら
強
硬
論
者
に
対
す
る
信
頼
が
厚

か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
二
・
二
六
事
件
と
い
う
非
常
事
態
を
利
用
し
て
一
気
に
処
分

し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
南
雲
忠
一
少
将
や
石
川
信
吾
中
佐
な
ど
は
海
軍
中
央

か
ら
排
除
さ
れ
た
だ
け
で
、
予
備
役
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
予
備
役
に
編
入

さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
が
軍
事
参
議
官
会
議
に
お
け
る
情
報
漏
洩
に
関
わ
っ
た
者
や
、
そ

の
近
辺
で
行
動
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
こ
と
や
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
全
員

を
予
備
役
編
入
す
る
こ
と
は
若
手
将
校
の
反
発
を
招
か
れ
か
ね
な
い
た
め
で
あ
っ

た
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
海
軍
内
に
お
い
て
は
、
「
軍
令
部
令
」
「
海
軍
省
軍
令
部
業
務

互
渉
規
程
」
の
成
立
後
、
硬
軟
両
論
の
均
衡
状
態
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
平
衡
感
覚

が
働
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
二
・
二
六
事
件
後
、
伏
見
宮
か
ら

の
信
頼
を
も
失
墜
し
て
い
た
末
次
に
と
っ
て
、
海
軍
部
内
に
お
け
る
影
響
力
は
ほ
と

ん
ど
消
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

岡
田
首
相
は
、
一
九
三
五
年
一
○
月
三
○
日
（
？
）
、
つ
ま
り
は
「
加
藤
・
末
次
グ

ル
ー
プ
」
の
大
部
分
が
左
遷
さ
れ
た
後
で
あ
る
が
、
原
田
熊
雄
に
次
の
よ
う
に
語
っ

た
。

ま
あ
、
大
体
今
度
の
海
軍
の
人
事
は
大
変
よ
く
行
っ
た
。
横
須
賀
の
長
官
（
米

内
光
政
、
以
後
、
筆
者
補
記
）
も
い
、
し
、
参
謀
長
（
井
上
成
美
）
も
い
魁
・
例

の
問
題
の
眞
崎
（
真
崎
勝
次
、
真
崎
甚
三
郎
の
弟
）
も
大
湊
に
行
っ
て
し
ま
つ

た
し
、
そ
の
参
謀
長
に
は
も
と
伏
見
宮
に
附
い
て
ゐ
た
武
官
を
半
分
監
視
み
た

（

配

）

や
う
な
具
合
に
つ
け
て
ゐ
る
。
海
軍
は
も
う
大
丈
夫
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
岡
田
首
相
は
、
海
軍
部
内
の
強
硬
派
が
海
軍
中
央
か
ら
遠
ざ
け
ら

れ
た
こ
と
を
指
し
て
、
海
軍
部
内
の
人
事
が
正
常
化
し
た
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ

る
．
そ
し
て
、
二
・
二
六
事
件
に
よ
っ
て
、
「
軍
令
系
」
「
純
軍
事
系
」
内
の
強
硬
層

は
崩
壊
し
、
ま
た
、
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
内
の
穏
健
層
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、

海
軍
部
内
は
実
務
官
僚
層
が
海
軍
中
央
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

話
は
変
わ
る
が
、
そ
の
後
海
軍
部
内
の
枢
要
な
地
位
に
登
る
米
内
光
政
の
抜
擢
に

つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
前
節
で
述
べ
た
通
り
佐
世
保
鎮
守
府
司
令
長
官
だ

っ
た
米
内
は
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
が
海
軍
部
内
を
混
乱
さ
せ
た
行
動
に
対
し
、

一
早
く
綱
紀
粛
正
を
唱
え
、
行
動
し
た
。
「
大
角
人
事
」
に
よ
る
人
材
の
洞
渇
と
、
こ

う
し
た
行
動
が
抜
擢
の
要
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

一
方
、
ロ
ン
~
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
の
締
結
は
、
財
部
彪
の
海
軍
に
対
す
る
影
響
力

を
完
全
に
喪
失
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
「
軍
政
系
」
「
政
軍

協
調
系
」
で
あ
っ
た
大
角
岑
生
を
加
藤
寛
治
ら
の
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
に
近
づ

け
る
結
果
と
な
り
、
大
角
岑
生
と
し
て
は
自
身
の
地
位
を
保
持
す
る
た
め
に
も
、
影

（

田

）

》

響
力
の
あ
る
勢
力
に
擦
り
寄
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
岩
村
清
一
海
軍
省

先
任
副
官
は
、
一
九
三
三
年
以
後
、
海
軍
の
状
況
が
お
か
し
く
な
っ
た
最
大
の
原
因

は
、
大
角
海
相
で
あ
る
と
し
、
大
角
海
相
の
こ
と
を
「
唯
応
病
」
と
称
し
て
、
伏
見

宮
や
加
藤
な
ど
か
ら
の
要
請
に
、
ほ
ぼ
応
じ
た
こ
と
の
累
積
が
状
況
を
悪
化
さ
せ
た

（

制

）

と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
角
は
影
響
力
の
あ
る
勢
力
、
一
九
三
三
年
以
前
に
お
い
て
は
伏

見
宮
あ
る
い
は
加
藤
に
、
そ
れ
以
後
は
加
藤
が
伏
見
宮
の
信
頼
を
失
墜
し
て
い
く
に

伴
っ
て
、
伏
見
宮
に
擦
り
寄
っ
た
。
ま
た
、
伏
見
宮
の
加
藤
に
対
す
る
信
頼
失
墜
は
、

穏
健
派
で
あ
る
岡
田
内
閣
の
成
立
と
同
時
期
で
あ
り
、
伏
見
宮
や
大
角
が
岡
田
ら
穏

（

侭

）

健
派
に
配
慮
し
た
人
事
を
行
っ
た
こ
と
で
、
岡
田
は
「
海
軍
は
も
う
大
丈
夫
だ
」
だ

と
評
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
と
も
と
「
軍
令
系
」
「
純
軍
事
系
」
に
位
置
す
る
伏
見
宮
の
大

角
に
対
す
る
影
響
力
は
依
然
と
し
て
続
い
て
お
り
、
ま
た
、
現
実
政
治
へ
の
経
験
が

豊
富
な
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
が
没
落
し
、
政
治
に
さ
ほ
ど
関
与
し
て
こ
な
か

っ
た
「
軍
令
系
」
が
主
流
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
海
軍
は
穏
健
政
策
、
強
硬
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（

閃

）

政
策
の
両
政
策
と
も
採
り
う
る
状
態
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
三
年
の
「
海
軍
軍
令
部
条
例
」
の
改
正
に
よ
っ
て
、
事
実
上
海
軍
は
伏
見

（

印

）

宮
を
中
心
と
す
る
体
制
へ
と
移
行
し
た
。
ま
た
、
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
海
軍
部

内
に
お
け
る
人
事
に
つ
い
て
は
、
明
文
化
し
て
は
い
な
い
が
皇
族
総
長
と
い
う
存
在

が
影
響
力
を
増
大
す
る
中
で
、
海
軍
省
か
ら
軍
令
部
へ
と
実
質
的
に
移
る
こ
と
に
な

っ
た
。
人
事
局
長
は
、
海
軍
大
臣
で
は
な
く
、
軍
令
部
総
長
へ
と
人
事
案
を
上
げ
る

体
制
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
嶋
田
繁
太
郎
が
軍
令
部
次
長
に
就
任
す
る
際
、
伏
見
宮

軍
令
部
総
長
の
主
旨
を
前
任
の
軍
令
部
次
長
加
藤
隆
義
か
ら
申
継
さ
れ
て
い
る
。
申

継
事
項
と
し
て
は
、
「
省
部
協
調
、
各
方
面
ヲ
良
ク
研
究
ノ
上
逼
進
。
大
臣
ト
交
渉

モ
概
ネ
次
長
ニ
テ
取
計
フ
コ
ト
。
人
事
、
進
級
、
転
補
ニ
ハ
意
見
ヲ
述
ヘ
ラ
ル
、
モ

退
職
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
殿
下
二
御
協
議
セ
サ
ル
様
ト
ノ
御
主
旨
。
殿
下
ヘ
ノ
拝
謁
者
ヨ

リ
進
言
二
注
意
シ
、
成
ル
ヘ
ク
事
前
二
次
長
二
通
告
ノ
コ
ト
、
部
内
部
外
ノ
情
勢
ヲ

成
ル
ヘ
ク
言
上
ス
ル
コ
ト
・
」
と
あ
り
、
海
軍
省
と
軍
令
部
と
の
省
部
協
調
を
図
る

こ
と
や
、
予
備
役
編
入
以
外
に
関
す
る
人
事
に
つ
い
て
は
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
あ

（

兇

）

っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
人
事
の
問
題
は
、
伏
見
宮
と
い
う
皇
族
総
長
が
い
た
と

い
う
極
め
て
例
外
的
な
措
置
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
て
一
九
三
三
年
以
降
、
海
軍
大
臣
に
任
官
し
た
も
の
の
内
、
大
角
岑
生
を

除
く
永
野
修
身
、
米
内
光
政
、
吉
田
善
吾
、
及
川
古
志
郎
、
嶋
田
繁
太
郎
、
野
村
直

邦
は
、
次
の
よ
う
に
軍
令
部
で
主
要
な
経
歴
を
経
た
者
が
任
官
さ
れ
た
て
い
く
の
で

あ
る
。
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
の
略
歴
を
記
し
て
お
く
。

（
二
永
野
修
身
、
軍
務
局
員
（
一
九
一
二
年
九
月
～
一
九
一
三
年
一
月
）
、
人
事

局
員
二
九
一
六
年
八
月
～
一
九
一
八
年
一
二
月
）
、
人
事
局
第
一
課
長
（
一

九
一
八
年
一
二
月
～
一
九
一
九
年
一
二
月
）
、
軍
令
部
第
三
班
長
（
一
九
二

四
年
二
月
～
一
二
月
）
、
軍
令
部
次
長
（
一
九
三
○
年
六
月
～
一
九
三
一
年

一
○
月
）
、
海
軍
省
勤
務
三
年
六
ヶ
月
、
軍
令
部
勤
務
二
年
二
ヶ
月
。

（
二
）
米
内
光
政
、
軍
令
部
参
謀
（
一
九
一
九
年
一
二
月
～
一
九
二
○
年
六
月
）
、

軍
令
部
第
三
班
長
（
一
九
二
六
年
一
二
月
～
一
九
二
八
年
一
二
月
）
、
軍
令

部

勤

務

二

年

六

ヶ

月

。

（
三
）
吉
田
善
吾
、
教
育
本
部
第
二
部
員
（
一
九
二
一
年
五
月
～
一
九
二
三
年
四

月
）
、
教
育
局
第
二
課
局
員
（
一
九
二
三
年
四
月
～
二
月
）
、
教
育
局
第
二

課
長
（
一
九
二
三
年
二
月
～
一
九
二
四
年
三
月
）
、
軍
務
局
第
一
課
長
（
一

九
二
五
年
四
月
～
一
九
二
七
年
一
二
月
）
、
軍
令
部
第
二
班
長
（
一
九
二
九

年
二
月
～
一
九
三
一
年
一
二
月
）
、
軍
務
局
長
（
一
九
三
三
年
九
月
～
一

九
三
五
年
一
二
月
）
、
海
軍
省
勤
務
七
年
九
ヵ
月
、
軍
令
部
勤
務
二
年
一
ヵ

月

。

（
四
）
及
川
古
志
郎
、
軍
令
部
第
一
班
第
一
課
長
（
一
九
二
四
年
一
二
月
～
一
九
二

六
年
一
二
月
）
、
軍
令
部
第
一
班
長
（
一
九
三
○
年
六
月
～
一
九
三
二
年
一

一

月

）

、

軍

令

部

勤

務

四

年

五

ヵ

月

。

（
五
）
嶋
田
繁
太
郎
、
軍
令
部
第
一
班
第
一
課
参
謀
（
一
九
二
○
年
六
月
～
一
九
二

二
年
二
月
）
、
軍
令
部
第
三
班
長
二
九
三
二
年
六
月
～
二
月
）
、
軍
令

部
第
一
班
長
・
第
一
部
長
二
九
三
二
年
二
月
～
’
九
三
五
年
二
月
）
、

軍
令
部
次
長
（
一
九
三
五
年
一
二
月
～
一
九
三
七
年
一
二
月
）
、
軍
令
部
勤

務

七

年

一

ヵ

月

。

（
六
）
野
村
直
邦
、
軍
令
部
第
一
班
第
一
課
参
謀
（
一
九
二
一
年
二
月
～
一
九
二

二
年
八
月
）
、
軍
令
部
第
三
部
長
（
一
九
三
六
年
一
二
月
～
一
九
三
八
年
四

（

的

）

月

）

、

軍

令

部

勤

務

二

年

一

ヵ

月

。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
三
六
年
以
降
で
は
吉
田
善
吾
を
除
く
と
海
軍
省
の
局
長
ク
ラ

ス
、
軍
令
部
の
班
長
・
部
長
ク
ラ
ス
の
経
歴
で
は
、
軍
令
部
班
長
・
部
長
経
験
者
が

主
に
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

一
方
、
「
大
角
人
事
」
で
予
備
役
に
編
入
さ
れ
た
者
は
、
山
梨
勝
之
進
（
海
軍
省
副

官
兼
海
軍
省
大
臣
秘
書
官
、
軍
務
局
第
一
課
長
、
人
事
局
長
、
海
軍
次
官
と
し
て
海

軍
省
勤
務
九
年
六
ヶ
月
、
軍
令
部
参
謀
と
し
て
一
年
四
ヵ
月
）
、
谷
口
尚
真
（
海
軍

省
副
官
、
人
事
局
長
と
し
て
海
軍
省
勤
務
四
年
二
ヵ
月
、
軍
令
部
第
三
班
長
、
軍

令
部
長
な
ど
軍
令
部
勤
務
四
年
三
ヵ
月
）
、
左
近
司
政
三
（
軍
務
局
第
一
課
長
、
軍

務
局
長
、
海
軍
次
官
な
ど
海
軍
省
勤
務
六
年
六
ヶ
月
）
、
堀
悌
吉
（
軍
務
局
第
一
課

局
員
、
軍
務
局
長
な
ど
海
軍
省
勤
務
五
年
九
ヵ
月
、
軍
令
部
参
謀
と
し
て
勤
務
二
ヵ

月
）
、
寺
島
健
（
海
軍
省
副
官
、
軍
務
局
長
な
ど
海
軍
省
勤
務
五
年
六
ヶ
月
、
軍
令

部
参
謀
と
し
て
勤
務
三
年
九
ヵ
月
）
、
坂
野
常
義
（
海
軍
大
臣
秘
書
官
、
軍
務
局
第

二
課
長
な
ど
海
軍
省
勤
務
四
年
一
○
ヵ
月
、
軍
令
部
第
三
班
長
な
ど
軍
令
部
勤
務
一

年
八
ヵ
月
）
、
小
林
蹟
造
（
海
軍
省
副
官
兼
海
軍
大
臣
秘
書
官
、
軍
務
局
長
、
海
軍

次
官
な
ど
海
軍
省
勤
務
八
年
一
○
ヵ
月
）
と
、
こ
れ
ら
の
人
物
が
就
い
て
い
た
役
職

（

、

）

が
い
ず
れ
も
海
軍
省
内
に
お
け
る
要
職
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
た
「
軍
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政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
の
人
材
が
海
軍
大
臣
に
つ
い
て
い
た
傾
向
か
ら
す
れ
ば
、
こ

れ
ら
の
人
物
が
海
軍
大
臣
に
就
任
す
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ

る
。
従
っ
て
、
そ
の
可
能
性
の
芽
を
摘
む
こ
と
も
ま
た
、
「
大
角
人
事
」
の
要
目
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
少
な
く
と
も
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」

の
人
材
が
枯
渇
す
る
に
伴
い
、
「
軍
令
系
」
に
属
す
る
人
物
が
代
わ
っ
て
海
軍
大
臣

に
就
く
流
れ
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

元
来
、
「
軍
政
系
」
の
人
材
と
「
軍
令
系
」
の
人
材
の
交
流
は
、
あ
ま
り
無
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
海
軍
大
臣
や
軍
令
部
長
に
任
官
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
海
軍
省
の
要
職
を

経
験
し
た
者
が
海
軍
大
臣
に
、
軍
令
部
の
要
職
を
経
験
し
た
者
が
軍
令
部
長
に
任
官

し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
ま
た
、
海
軍
大
臣
経
験
者
が
軍
令
部
長
に
、
軍
令

部
長
経
験
者
が
海
軍
大
臣
に
任
官
す
る
こ
と
は
、
一
九
三
三
年
ま
で
に
は
行
わ
れ
る

こ
と
は
無
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
海
軍
省
に
権
限
が
集
中
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
軍
令

部
の
要
職
に
就
い
て
、
海
軍
政
策
の
一
致
を
求
め
る
必
要
性
が
無
か
っ
た
た
め
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
一
九
三
三
年
以
後
の
「
軍
令
系
」
将
官
の
海
軍
省
へ
の
進
出
に
よ
り
、

永
野
修
身
、
嶋
田
繁
太
郎
と
い
う
海
軍
大
臣
経
験
者
が
軍
令
部
総
長
に
も
任
官
す
る

と
い
う
状
況
も
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

一
九
三
三
年
ま
で
海
軍
は
、
海
軍
内
部
に
お
け
る
「
軍
政
系
」
と
「
軍
令
系
」
と
い

う
人
事
構
造
と
、
「
政
軍
協
調
系
」
と
「
純
軍
事
系
」
の
政
策
志
向
と
が
海
軍
内
部
の

権
力
構
造
を
形
成
し
て
き
た
。
元
来
、
海
軍
に
お
い
て
は
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」

が
海
軍
の
政
策
決
定
に
お
い
て
中
心
を
担
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
み
た
よ

う
に
、
前
半
の
「
大
角
人
事
」
に
よ
る
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
の
予
備
役
編
入
と
、

後
半
に
行
わ
れ
た
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
の
海
軍
中
央
部
か
ら
の
排
除
は
、
一

九
三
三
年
以
後
、
伏
見
宮
を
中
心
と
す
る
体
制
の
構
築
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で
あ

っ
た
。
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
の
衰
退
は
、
海
軍
内
部
の
強
硬
派
の
不
平
層
に
対

す
る
懐
柔
策
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
の
衰

退
は
、
加
藤
ら
が
伏
見
宮
の
考
え
を
越
え
て
行
動
す
る
こ
と
と
、
海
軍
の
強
硬
論
を

主
導
す
る
立
場
に
あ
る
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
を
制
止
す
る
必
要
性
を
海
軍
省

が
持
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
穏
健
派
で
あ
る
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
の
予
備
役

編
入
と
強
硬
派
で
あ
る
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
の
伸
張
は
、
一
九
三
三
年
の
「
軍

令
部
令
」
「
海
軍
省
軍
令
部
業
務
互
渉
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ

以
上
海
軍
省
軍
令
部
間
の
対
立
状
況
が
持
続
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
く
な
っ
た
。

こ
の
状
況
を
収
拾
し
、
省
部
協
調
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」

の
予
備
役
編
入
は
必
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
一
九
三
三
年
の
「
海
軍
軍
令
部
条
例
」
「
省
部
事
務
互
渉
規
程
」
改

正
期
に
お
い
て
藤
田
尚
徳
海
軍
次
官
、
岩
村
清
一
海
軍
省
先
任
副
官
ら
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
海
軍
省
と
軍
令
部
の
協
調
路
線
を
第
一
義
と
す
る
体
制
は
構
築
さ
れ
て
い

（

別

）

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
軍
政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」

の
没
落
は
、
海
軍
政
策
に
お
け
る
思
想
的
主
導
者
が
い
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
た
。
結
果
的
に
、
皇
族
軍
人
で
あ
り
、
東
郷
平
八
郎
元
帥
死
去
後
、
唯
一
の
元
帥

と
な
っ
た
伏
見
宮
を
絶
対
的
権
威
者
と
し
て
、
重
要
な
判
断
に
つ
い
て
は
伏
見
宮
の

（

羽

）

意
向
に
沿
う
形
態
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
伏
見
宮
を
頂
点
と
す
る
体

制
は
、
海
軍
省
と
軍
令
部
の
実
務
官
僚
層
が
省
部
協
調
を
実
現
す
る
た
め
に
も
確
立

さ
せ
た
体
制
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
三
年
の
「
軍
令
部
令
」
「
海
軍
省
軍
令
部
業
務
互
渉
規
程
」
の
成
立
過
程
は
、

強
硬
派
で
あ
る
加
藤
寛
治
、
末
次
信
正
ら
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
の
台
頭
の
契

機
と
な
っ
た
。
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
の
勢
力
伸
張
に
よ
り
、
穏
健
派
で
あ
る
「
軍

政
系
」
「
政
軍
協
調
系
」
の
予
備
役
編
入
に
つ
な
が
っ
た
。
し
か
し
、
「
加
藤
・
末
次

グ
ル
ー
プ
」
に
よ
る
強
硬
論
の
主
張
は
、
海
軍
部
内
に
強
硬
論
を
さ
ら
に
噴
出
さ
せ

る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
海
軍
省
に
と
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
の
勢
力
を
型
肘
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
伏
見
宮
が
加
藤
、
末
次
の
強
硬
論
に
よ
る
独
断

専
行
に
対
し
信
頼
感
を
低
下
さ
せ
た
こ
と
は
、
一
九
三
四
年
七
月
の
岡
田
内
閣
成
立

を
機
に
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
も
勢
力
を
減
退
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
時
点
に
お
い
て
若
手
士
官
に
影
響
力
を
持
つ
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
を
予
備

役
に
編
入
す
る
こ
と
ま
で
に
は
踏
み
き
れ
な
か
っ
た
が
、
海
軍
内
は
平
穏
を
取
り
戻

し
た
と
い
っ
た
実
感
を
岡
田
ら
は
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
二
・
二
六
事
件
の

発
生
に
よ
っ
て
、
皇
道
派
と
の
間
に
連
携
が
あ
っ
た
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」
を

予
備
役
に
編
入
す
る
。
こ
の
動
き
に
対
し
、
伏
見
宮
か
ら
の
信
頼
を
喪
失
し
、
現
役

を
退
い
て
い
た
加
藤
寛
治
に
は
も
は
や
勢
力
を
挽
回
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
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こ
う
し
て
、
「
軍
令
系
」
「
純
軍
事
系
」
内
の
最
強
硬
派
の
を
一
掃
完
全
に
実
現
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
三
三
年
以
降
の
海
軍
部
内
の
人
的
状
況
は
、
「
軍
令
系
」
を

中
心
と
し
た
系
統
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
伏
見
宮
と
い
う
存
在
が
海
軍
内

に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
存
在
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
れ
は
、
重
要

政
策
以
外
は
、
伏
見
宮
軍
令
部
総
長
以
外
で
決
定
し
て
い
く
体
制
で
あ
り
、
そ
う
い

っ
た
意
味
か
ら
す
れ
ば
伏
見
宮
を
中
心
と
す
る
実
務
官
僚
が
作
り
上
げ
た
「
伏
見
宮

体
制
」
が
一
九
三
○
年
代
中
盤
以
降
の
海
軍
を
構
成
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
「
伏
見

宮
体
制
」
以
降
の
海
軍
は
、
加
藤
友
三
郎
ら
の
系
譜
を
引
き
継
ぐ
、
あ
る
い
は
加
藤

寛
治
ら
の
系
譜
を
引
継
ぐ
存
在
も
い
る
に
は
い
た
が
、
そ
の
存
在
は
小
さ
い
も
の
で

し
か
な
か
っ
た
。
「
大
角
人
事
」
に
よ
っ
て
思
想
的
主
導
者
を
喪
失
し
た
海
軍
は
、
組

織
内
防
衛
の
た
め
の
予
算
獲
得
を
主
に
す
る
集
団
に
倭
小
化
さ
れ
て
い
く
。
だ
か
ら

こ
そ
、
二
・
二
六
事
件
以
後
、
主
体
性
を
持
た
な
い
実
務
官
僚
が
主
流
と
な
っ
た
海

軍
は
独
自
政
策
を
作
成
す
る
能
力
が
減
退
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
結
局
は
陸
軍
追
随

と
い
っ
た
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
大
角
人
事
」
の
代

償
は
あ
ま
り
に
大
き
く
、
こ
れ
以
後
立
て
直
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（

本

学

大

学

院

文

学

研

究

科

博

士

課

程

後

期

課

程

）

注
（
１
）
加
藤
寛
治
、
末
次
信
正
に
代
表
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
を
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」

と
呼
称
す
る
。
こ
れ
は
、
「
軍
令
系
」
「
純
軍
事
系
」
に
お
い
て
「
加
藤
・
末
次
グ

ル
ー
プ
」
は
加
藤
と
末
次
を
除
け
ば
、
そ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
海
軍
中
央
部
（
海

軍
省
、
軍
令
部
）
に
あ
ま
り
勤
務
し
て
お
ら
ず
、
海
軍
の
政
策
決
定
に
対
す
る

影
響
力
は
疑
問
視
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
若
手
士
官
を
中
心
と
し
て

そ
の
主
張
が
支
持
は
さ
れ
て
い
た
。

（
２
）
麻
田
貞
雄
氏
は
両
加
藤
の
対
立
が
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条
約
に
端
を
発
し

て
い
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
帝
国
国
防
方
針
に
基
づ
い
た
艦
隊
拡
張
計
画
を
否

定
す
る
加
藤
友
三
郎
ら
「
条
約
派
」
は
、
結
局
非
主
流
派
で
し
か
な
く
、
実
際

は
加
藤
寛
治
ら
「
艦
隊
派
」
が
海
軍
部
内
の
多
数
を
占
め
る
主
流
派
で
あ
り
、

そ
の
後
、
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会
議
に
お
け
る
統
帥
権
問
題
、
海
軍
軍
令
部
条

例
改
正
な
ど
を
挺
子
と
し
て
「
加
藤
・
末
次
派
」
が
海
軍
内
の
権
力
を
掌
握
し

た
と
し
た
。
（
麻
田
貞
雄
『
両
大
戦
間
の
日
米
関
係
、
海
軍
と
政
策
決
定
過
程
美
一

九
九
三
年
、
東
京
大
学
出
版
会
〉
、
麻
田
貞
雄
「
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
の
政

治
過
程
ｌ
ふ
た
り
の
加
藤
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
〈
『
同
志
社
法
学
』
第
四
九
巻
第
三

号
、
一
九
九
八
年
三
月
〉
）
。

（
３
）
秦
郁
彦
氏
は
、
「
条
約
派
」
を
政
府
の
「
大
局
的
見
地
」
に
立
っ
た
集
団
で
あ

り
、
「
艦
隊
派
」
は
「
純
軍
事
・
作
戦
的
見
地
」
に
立
っ
た
集
団
で
あ
る
と
し
、
「
艦

隊
派
」
が
主
導
権
を
握
り
、
「
条
約
派
」
が
没
落
し
て
い
っ
た
過
程
を
示
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
、
「
艦
隊
派
」
が
没
落
し
て
い
っ
た
理
由
を
、
二
・
二

六
事
件
後
「
現
状
維
持
派
と
統
制
派
が
合
体
し
た
陸
軍
が
主
導
し
、
海
軍
が
追

随
す
る
形
の
権
力
配
置
が
確
立
す
る
。
官
僚
的
秩
序
の
再
建
と
い
う
立
場
か
ら

み
れ
ば
、
『
正
常
化
』
が
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
艦
隊
派
は
存
在
意
義
を

失
っ
て
消
滅
し
た
」
。
つ
ま
り
、
「
艦
隊
派
」
は
「
条
約
派
」
の
追
い
落
と
し
に
積

極
的
だ
っ
た
が
、
陸
軍
内
の
統
制
派
と
皇
道
派
と
の
対
立
に
何
等
関
与
せ
ず
、

そ
の
た
め
、
二
・
二
六
事
件
で
皇
道
派
が
没
落
す
る
に
伴
い
、
皇
道
派
と
協
調

関
係
に
あ
っ
た
「
艦
隊
派
」
も
没
落
し
た
と
し
て
い
る
。
又
、
没
落
し
た
理
由

と
し
て
、
加
藤
や
末
次
が
艦
隊
派
の
勢
力
伸
張
の
た
め
、
伏
見
宮
を
「
露
骨
に

ロ
ボ
ッ
ト
扱
い
」
し
た
た
め
、
伏
見
宮
が
両
者
に
対
し
、
不
快
感
を
抱
く
よ
う

に
な
っ
た
た
め
と
し
て
い
る
。
（
秦
郁
彦
「
艦
隊
派
と
条
約
派
ｌ
海
軍
の
派
閥
系

譜
」
三
宅
正
樹
「
軍
部
支
配
の
開
幕
昭
和
の
軍
部
と
政
治
二
一
九
八
三
年
、

第

一

法

規

出

版

）

。

一
方
、
田
中
宏
巳
氏
は
小
笠
原
長
生
予
備
役
中
将
の
日
記
を
駆
使
し
、
昭
和

初
期
、
高
齢
で
あ
っ
た
東
郷
平
八
郎
元
帥
の
主
張
が
小
笠
原
を
介
し
て
伝
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
東
郷
の
主
張
と
い
う
よ
り
は
小
笠
原
の
主
張
が
か
な
り

入
っ
て
お
り
、
小
笠
原
の
主
張
、
動
向
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

小
笠
原
を
中
心
と
す
る
退
役
将
官
グ
ル
ー
プ
を
「
東
郷
グ
ル
ー
プ
」
と
し
、
皇

道
派
、
平
沼
グ
ル
ー
プ
、
北
一
輝
な
ど
の
右
翼
グ
ル
ー
プ
と
つ
な
が
り
を
持
ち
、

「
艦
隊
派
」
を
指
導
す
る
立
場
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
角
岑
生
海

軍
大
臣
は
「
東
郷
グ
ル
ー
プ
の
偲
偲
あ
る
い
は
ロ
ボ
ッ
ト
に
近
い
存
在
」
で
あ

り
、
「
東
郷
グ
ル
ー
プ
」
が
海
軍
省
首
脳
部
臨
席
の
下
、
基
本
政
策
を
決
定
し

て
い
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
伏
見
宮
に
つ
い
て
も
、
「
伏
見
宮
が
小
笠
原
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の
完
全
な
偲
偲
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
…
小
笠
原
の
要
望
は
、
実
質
上

命
令
に
等
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
（
田
中
宏
巳
「
昭
和
七
年

前
後
に
お
け
る
東
郷
グ
ル
ー
プ
の
活
動
（
一
）
～
（
三
）
ｌ
小
笠
原
長
生
日
記
を

通
し
て
ｌ
」
「
防
衛
大
学
校
紀
要
、
人
文
科
学
分
冊
』
第
五
一
～
第
五
三
輯
、
一

九
八
五
年
九
月
、
一
九
八
六
年
三
、
九
月
）
。

（
４
）
前
掲
、
麻
田
「
両
大
戦
間
の
日
米
関
係
』
、
七
七
～
八
○
頁
。

（
５
）
「
加
藤
全
権
伝
言
」
（
「
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
、
開
戦
外
交
史
」
別
巻
資
料
編
、

一
九
六
三
年
、
朝
日
新
聞
社
）
七
頁
。

（
６
）
「
軍
部
大
臣
資
格
撤
廃
問
題
ノ
研
究
資
料
」
（
「
陸
海
軍
大
臣
任
用
資
格
問
題

二
関
ス
ル
件
」
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
）
。

（
７
）
「
倫
敦
軍
縮
会
議
論
」
（
伊
藤
隆
、
野
村
実
編
『
海
軍
大
将
小
林
踏
造
覚
書
三

九
八
一
年
、
山
川
出
版
社
）
四
七
～
四
八
頁
。

（
８
）
前
掲
、
「
倫
敦
軍
縮
会
議
論
」
、
四
三
頁
。

（
９
）
波
多
野
澄
雄
、
黒
沢
文
貴
責
任
編
集
『
侍
従
武
官
長
奈
良
武
次
日
記
・
回
顧
録
』

第
三
巻
（
二
○
○
○
年
、
柏
書
房
）
一
九
三
○
年
四
月
二
日
、
二
一
七
頁
。

（
皿
）
拙
稿
「
ロ
ン
ド
ン
会
議
後
の
財
部
彪
海
相
後
継
問
題
ｌ
大
角
岑
生
の
動
向
を

中
心
と
し
て
ｌ
」
言
軍
事
史
学
」
第
一
七
八
号
、
二
○
○
九
年
九
月
）
二
五
～
二

六

頁

。

（
皿
）
黒
野
耐
氏
は
、
加
藤
寛
治
が
漸
減
迎
撃
作
戦
、
す
な
わ
ち
短
期
決
戦
を
志
向

し
ま
た
日
米
必
戦
論
で
あ
り
、
加
藤
友
三
郎
の
思
想
は
総
力
戦
を
志
向
し
、
日

米
不
戦
で
は
な
く
日
米
戦
一
時
回
避
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
（
黒
野
耐
『
帝
国

国
防
方
針
の
研
究
ｌ
陸
海
軍
国
防
思
想
の
展
開
と
特
徴
Ｉ
」
二
○
○
○
年
、
総

和
社
）
二
○
六
～
二
一
○
頁
。

（
肥
）
秦
郁
彦
編
「
日
本
陸
海
軍
総
合
事
典
』
（
一
九
九
一
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）

の
海
軍
将
官
経
歴
を
参
照
し
た
。

（
Ｂ
）
前
掲
、
麻
田
『
両
大
戦
間
の
日
米
関
係
』
、
二
○
八
頁
。

（
Ｍ
）
「
岩
村
清
一
日
記
」
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
、
以
下
、
「
岩
村
日
記
」
と
す

る
。
）
一
九
三
三
年
八
月
一
日
。

（
咽
）
「
続
・
現
代
史
資
料
五
海
軍
」
「
加
藤
寛
治
日
記
」
（
一
九
九
四
年
、
み
す
ず

書
房
）
（
以
下
『
加
藤
日
記
』
と
す
る
。
）
一
九
三
三
年
八
月
二
八
日
、
二
二
八
頁
。

（
肥
）
「
古
賀
少
将
ョ
リ
堀
中
将
ヲ
加
藤
大
将
力
止
メ
サ
セ
ト
言
う
由
主
ナ
原
因
ハ

呉
祇
砲
台
事
件
ナ
リ
。
殿
下
ハ
差
迄
思
ハ
ス
ト
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
堀

を
予
備
役
に
編
入
さ
せ
た
か
っ
た
の
は
加
藤
寛
治
で
あ
っ
た
。
（
前
掲
、
「
岩
村

日
記
」
一
九
三
四
年
三
月
六
日
）
。

（
Ⅳ
）
「
西
園
寺
公
と
政
局
』
第
三
巻
（
一
九
五
一
年
、
岩
波
書
店
）
、
三
二
六
～
三

二

七

頁

。

（
肥
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
五
月
三
一
日
。

（
岨
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
、
そ
の
後
、
大
角
海
相
は
坂
野
に
対
し
、
気
の
毒
な
こ

と
で
あ
っ
た
と
伝
え
た
。
（
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
六
月
一
二
日
）
。

（
鋤
）
「
財
部
彪
日
記
」
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
）
一
九
三
四
年
一
月

一

六

日

。

（
劃
）
前
掲
、
「
加
藤
日
記
」
一
九
三
三
年
九
月
二
七
日
、
二
三
三
頁
。

（
犯
）
前
掲
、
「
加
藤
日
記
』
一
九
三
三
年
九
月
一
八
日
、
二
三
一
頁
。
「
東
京
日
日

新
聞
』
、
九
月
一
八
日
付
夕
刊
に
「
加
藤
寛
治
大
将
、
勇
退
の
意
向
」
と
い
う
記

事

が

掲

載

さ

れ

た

。

（
羽
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
三
年
九
月
一
九
日
。

（
型
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
三
年
一
○
月
二
日
。

（
妬
）
前
掲
、
『
加
藤
日
記
』
一
九
三
三
年
九
月
二
七
日
、
二
三
三
頁
。

（
妬
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
三
年
一
○
月
一
○
日
。

（
”
）
前
掲
、
『
西
園
寺
公
と
政
局
』
第
三
巻
、
一
七
二
～
一
七
四
頁
。

（
認
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
一
○
月
一
九
日
。

（
羽
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
九
月
一
日
。

（
釦
）
前
掲
、
『
西
園
寺
公
と
政
局
」
第
三
巻
、
一
七
二
～
一
七
四
頁
。

（
別
）
こ
れ
に
対
し
、
岩
村
は
藤
田
に
「
省
部
互
渉
規
定
制
定
当
時
ノ
経
緯
ヲ
述
フ
。

次
官
ョ
リ
大
臣
二
意
見
具
申
サ
レ
テ
モ
可
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
述
べ
た
。
前
掲
、
「
岩

村
日
記
」
一
九
三
四
年
五
月
二
四
日
。

（
犯
）
麻
田
貞
雄
氏
は
、
一
九
三
○
年
代
に
は
、
強
硬
派
で
あ
る
「
加
藤
・
末
次
派
」

が
海
軍
内
の
主
導
権
を
握
っ
た
と
し
て
い
る
。
（
前
掲
、
麻
田
「
両
大
戦
間
の
日

米
関
係
』
、
二
○
八
頁
）
。

（
銘
）
前
掲
、
「
加
藤
日
記
三
九
三
三
年
九
月
二
七
日
、
二
三
○
頁
。

（
制
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
三
年
九
月
一
三
日
。

（
弱
）
「
近
頃
五
、
一
五
事
件
の
公
判
に
伴
っ
て
倫
敦
海
軍
条
約
の
批
判
が
蒸
返
へ
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さ
れ
、
之
を
以
て
亡
国
的
条
約
な
り
と
す
る
説
が
軍
部
及
右
傾
派
の
一
部
に
再

発
さ
る
る
に
至
た
事
は
誠
に
遺
憾
に
堪
へ
ぬ
・
」
と
、
小
林
は
一
九
三
三
年
の

状
況
を
書
い
て
い
る
。
（
前
掲
、
「
倫
敦
軍
縮
会
議
論
」
三
六
頁
）
。

（
妬
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
三
年
一
二
月
二
九
日
。

（
釘
）
前
掲
、
拙
稿
「
ロ
ン
ド
ン
会
議
後
の
財
部
彪
海
相
後
継
問
題
ｌ
大
角
岑
生
の

動
向
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
三
二
～
三
三
頁
。

（
犯
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
三
年
一
二
月
二
九
日
、
ま
た
、
「
松
純
（
松
村

純
一
予
備
役
中
将
、
筆
者
補
記
）
安
保
に
引
退
勧
告
、
安
保
発
動
を
有
馬
大
将

の
推
し
後
事
を
憂
ひ
且
つ
小
林
踏
造
を
庇
護
し
寺
島
之
処
置
を
非
難
す
。
引
退

は
考
へ
居
る
も
時
機
を
待
つ
と
。
」
（
前
掲
、
『
加
藤
日
記
』
一
九
三
三
年
一
○
月

一
九
日
）
と
い
う
よ
う
に
、
安
保
が
加
藤
の
意
に
沿
わ
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と

も

原

因

と

思

わ

れ

る

。

（
鋤
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
一
月
一
八
日
。

（
伽
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
六
月
九
日
。

（
４
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
六
月
一
二
日
。

（
蛇
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
六
月
二
一
日
。

（
蝿
）
伊
藤
隆
、
佐
々
木
隆
、
季
武
嘉
也
、
照
沼
康
孝
編
「
真
崎
甚
三
郎
日
記
、
昭

和
七
、
八
、
九
年
一
月
～
昭
和
十
年
二
月
』
（
一
九
八
一
年
、
山
川
出
版
社
）
、

二

五

○

頁

。

（
“
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
六
月
二
七
日
。

（
妬
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
七
月
三
日
。

（
“
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
七
月
四
日
。

（
卿
）
原
田
熊
雄
『
西
園
寺
公
と
政
局
」
第
四
巻
（
一
九
五
一
年
、
岩
波
書
店
）
三
三

頁

。

（
蝿
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
七
月
四
日
。

（
蛸
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
七
月
五
日
。

（
帥
）
前
掲
、
秦
「
艦
隊
派
と
条
約
派
」
、
二
二
三
頁
、
ま
た
、
「
村
上
氏
ニ
ハ
徳
川

公
ヘ
ノ
架
電
ハ
不
可
、
直
二
再
降
下
ヲ
考
フ
ル
コ
ト
ヲ
モ
不
可
、
先
シ
平
沼
二

行
ク
ノ
外
ナ
カ
ラ
ン
ト
答
へ
置
ク
コ
ト
ハ
牧
野
伯
ヲ
往
訪
ス
ヘ
シ
ト
辞
去
セ
ン

ガ
果
シ
テ
如
何
ニ
セ
ン
カ
」
と
い
う
よ
う
に
、
加
藤
と
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た

財
部
彪
も
平
沼
擁
立
に
向
け
動
き
、
牧
野
の
説
得
工
作
も
し
て
い
た
。
（
前
掲
、

「
財
部
彪
日
記
」
一
九
三
四
年
二
月
一
七
日
）
。

（
副
）
前
掲
、
『
加
藤
日
記
三
九
三
四
年
六
月
一
八
日
、
二
六
一
頁
。

（
記
）
前
掲
、
「
真
崎
甚
三
郎
日
記
、
昭
和
七
、
八
、
九
年
一
月
～
昭
和
十
年
二
月
』

一
九
三
四
年
六
月
一
四
日
、
二
二
七
頁
。

（
弱
）
前
掲
、
秦
「
艦
隊
派
と
条
約
派
」
、
二
二
四
頁
。

（
別
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
七
月
一
六
日
～
一
九
日
、
ま
た
、
小
林

少
将
は
各
宮
家
と
会
見
し
、
「
国
策
二
関
シ
強
硬
ナ
ル
意
見
ヲ
上
申
」
し
た
。
（
前

掲
、
「
真
崎
甚
三
郎
日
記
、
昭
和
七
、
八
、
九
年
一
月
～
昭
和
十
年
二
月
』
一

九
三
四
年
七
月
二
七
日
、
二
五
八
頁
）
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
な
ほ
満
洲
に

お
け
る
小
林
少
将
一
派
の
策
動
な
ん
か
も
、
加
藤
大
将
と
関
連
が
あ
る
と
い
ふ

こ
と
で
、
小
林
少
将
ま
で
も
最
近
帰
朝
を
求
め
ら
れ
て
非
常
な
戒
筋
を
受
け

た
。
」
（
前
掲
、
『
西
園
寺
公
と
政
局
」
第
四
巻
、
三
三
頁
）
。

（
弱
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
九
月
九
日
。
「
東
京
日
日
新
聞
』
、
九
月
九

日
発
行
、
九
月
一
○
日
付
夕
刊
に
、
一
部
で
は
第
二
次
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会

議
全
権
に
大
角
海
相
を
推
す
声
が
あ
っ
た
が
、
第
一
次
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会

議
の
財
部
彪
海
相
が
現
職
の
ま
ま
、
全
権
と
し
て
赴
き
、
海
軍
部
内
に
混
乱
を

来
た
し
た
結
果
か
ら
、
大
角
は
海
相
を
辞
任
し
、
そ
の
結
果
後
継
海
相
問
題
が

浮
上
し
て
く
る
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
そ
の
中
で
、
末
次
信
正
連
合
艦
隊
司
令

長
官
、
小
林
蹟
造
軍
事
参
議
官
、
永
野
修
身
横
須
賀
鎮
守
府
司
令
長
官
の
順
に

名
前
が
掲
載
さ
れ
た
。

（
弱
）
前
掲
、
『
加
藤
日
記
筐
九
三
四
年
一
二
月
二
四
日
、
二
八
一
頁
。

（
訂
）
前
掲
、
『
加
藤
日
記
」
一
九
三
三
年
九
月
一
七
日
、
二
三
一
頁
。

ま
た
、
少
壮
士
官
の
推
薦
に
つ
い
て
は
、
「
石
川
信
吾
来
り
少
壮
の
元
帥
推
薦

を
伝
ふ
・
」
と
、
「
軍
令
系
」
の
士
官
が
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
前
掲
、
『
加
藤
日

記
』
、
一
九
三
三
年
一
月
一
八
日
、
二
○
三
頁
）
。

（
認
）
前
掲
、
『
加
藤
日
記
」
一
九
三
六
年
三
月
一
六
日
、
三
三
九
頁
。

（
弱
）
山
本
英
輔
は
、
自
身
を
岡
田
内
閣
の
後
継
首
相
と
し
て
宮
中
工
作
を
し
て
い

た
が
、
結
局
、
広
田
弘
毅
に
大
命
が
下
る
こ
と
に
な
っ
た
。
（
前
掲
、
秦
「
艦
隊

派
と
条
約
派
」
、
二
二
六
～
二
二
七
頁
）
。

（
帥
）
一
九
三
六
年
三
月
一
七
日
、
「
竹
内
五
時
二
来
訪
、
勝
次
二
関
シ
加
藤
大
将

二
会
シ
タ
ル
ニ
、
同
大
将
モ
大
角
ガ
斯
ル
人
事
ヲ
ナ
シ
テ
ハ
必
ズ
神
罰
ヲ
蒙
ル
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ベ
ク
差
当
リ
ハ
手
段
ナ
シ
ト
云
ヘ
リ
ト
云
う
。
」
、
三
月
一
九
日
、
「
勝
次
ノ
将

来
二
就
キ
憤
慨
シ
何
ト
カ
処
置
ナ
キ
ヤ
ト
焦
り
居
リ
タ
リ
」
、
三
月
二
二
日
、
「
竹

内
八
時
半
に
来
訪
、
本
日
小
林
大
臣
二
詰
メ
寄
リ
シ
ニ
如
何
ニ
シ
テ
モ
動
シ
難

キ
情
況
ニ
ア
リ
ト
云
う
。
勝
次
ハ
余
リ
ニ
電
報
ヲ
打
チ
過
ギ
シ
為
山
下
ハ
小
林

二
使
者
ヲ
出
シ
途
中
二
捕
ヘ
ラ
レ
シ
為
ナ
リ
ト
云
う
。
」
、
三
月
二
四
日
、
「
竹

内
十
時
半
二
来
訪
、
小
林
ハ
永
野
二
向
上
三
十
年
来
ノ
交
友
本
日
ヲ
以
テ
断
絶

ス
ト
申
渡
シ
タ
リ
ト
報
ズ
・
」
と
、
加
藤
寛
治
ら
は
、
「
加
藤
・
末
次
グ
ル
ー
プ
」

の
救
済
を
行
お
う
と
し
た
が
、
何
も
出
来
ず
に
予
備
役
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
（
伊
藤
隆
、
佐
々
木
隆
、
季
武
嘉
也
、
照
沼
康
孝
編
『
真
崎
甚
三
郎
日

記
、
昭
和
十
年
三
月
～
昭
和
十
一
年
三
月
」
〈
一
九
八
一
年
、
山
川
出
版
社
〉
四

一
○
～
四
一
七
頁
）
。

（
ａ
）
「
末
次
ハ
軍
事
参
議
官
会
議
ニ
テ
陸
軍
ヨ
リ
出
来
ザ
レ
バ
海
軍
ニ
テ
討
伐
ス

ト
論
ジ

－
た
。
（
前
掲
、
「
真
崎
甚
三
郎
日
記
、
昭
和
十
年
三
月
～
昭
和
十
一
年

ト
論
ジ
」
た
。
（
前
掲
、

（
蛇
）
前
掲
、
『
西
園
寺
公
と
政
局
」
第
四
巻
、
三
五
九
頁
。
ま
た
、
一
九
三
五
年

一
二
月
六
日
に
も
「
こ
の
十
一
月
初
め
に
加
藤
大
将
は
予
備
に
な
り
、
そ
の
後

引
き
続
い
て
海
軍
の
異
動
の
発
表
が
あ
っ
た
が
、
大
体
に
お
い
て
海
軍
の
人
事

も
よ
く
行
っ
て
、
大
勢
は
非
常
に
穏
か
に
な
っ
て
來
て
ゐ
る
・
」
と
し
て
い
る
。

も
よ
く
行
っ
て
、
大
勢
は
非
常
に
穏
か
に
な
っ
て
來
一

（
髄
）
前
掲
、
『
西
園
寺
公
と
政
局
』
第
四
巻
、
三
五
九
頁
。

（
髄
）
穏
健
政
策
の
代
表
と
し
て
は
、
日
独
伊
三
国
同
盟
締
結
に
対
し
て
反
対
し
た

こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
強
硬
政
策
と
し
て
は
、
日
中
戦
争
拡
大
に
対
し
、

海
軍
が
近
衛
内
閣
の
師
団
派
遣
を
支
持
し
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
“
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
六
月
二
一
日
。

（
侭
）
前
掲
、
拙
稿
「
ロ
ン
ド
ン
会
議
後
の
財

動
向
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
三
五
～
三
七
頁
。

拙
稿
「
ロ
ン
ド
ン
会
議
後
の
財

（
的
）
前
掲
、
「
日
本
陸
海
軍
総
合
事
典
』
。

（
、
）
前
掲
、
「
日
本
陸
海
軍
総
合
事
典
』
。

（
鉛
）
「
嶋
田
繁
太
郎
大
将

省
防
衛
研
究
所
所
蔵
。

「
嶋
田
繁
太
郎
大
将

（
師
）
前
掲
、
「
岩
村
日
記
」
一
九
三
四
年
五
月
二
四
日
。

（
前
掲
、
『
西
園
寺
公
と
政
局
』
第
四
巻
、
三
七
七
頁
）
。

三
月
』
、
四
○
六
頁
）
。

無
標
題
備
忘
録
〈
大
正
時
代
か
ら
終
戦
後
ま
で
〉
」
防
衛

部
彪
海
相
後
継
問
題
ｌ
大
角
岑
生
の

（
刊
）
末
次
連
合
艦
隊
司
令
長
官
が
艦
長
を
集
め
軍
縮
反
対
の
所
信
を
述
べ
た
事
件

を
起
こ
し
た
際
、
「
末
次
大
将
力
部
下
司
令
官
ヲ
集
メ
テ
先
日
ノ
末
次
所
見
ノ

如
キ
モ
ノ
ヲ
漏
シ
タ
リ
２
Ｆ
ニ
ハ
黙
ツ
テ
居
り
非
常
二
資
慨
セ
リ
ト
」
（
前
掲
、

「
岩
村
清
一
日
記
」
一
九
三
四
年
七
月
三
且
と
い
う
よ
う
に
、
末
次
の
独
断
で

行
っ
た
こ
と
に
対
し
、
「
軍
令
系
」
で
あ
る
第
二
艦
隊
司
令
長
官
高
橋
三
吉
が

憤
慨
し
て
い
る
。
こ
れ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
強
硬
派
と
さ
れ
る
「
軍
令
系
」

の
中
で
も
省
部
協
調
路
線
を
取
る
者
も
い
た
の
で
あ
る
。

（
だ
）
「
大
臣
ト
交
渉
モ
概
ネ
次
長
ニ
テ
取
計
フ
コ
ト
・
」
と
、
「
概
ネ
」
と
普
段
の
一

般
的
な
交
渉
に
関
し
て
は
、
次
長
が
行
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
重
要
な

事
項
に
関
し
て
は
、
伏
見
宮
が
判
断
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
（
前
掲
、
「
嶋
田
繁

太
郎
大
将
無
標
題
備
忘
録
〈
大
正
時
代
か
ら
終
戦
後
ま
で
〉
」
）
。
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